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1 自殺対策の推進について  

我が国における自殺者は、平成9年までは2万5千人前後で推移していたが、平   

成10年に3万人を超え以後その水準で推移している。 そうした中、平成18年   

10月には自殺対策基本法が施行されたところであるが、同法においては地方公共   

団体の責務についても規定されたことから、同法の基本理念・基本施策を踏まえ、   

各都道府県等においては、より一層の自殺対策の推進をお願いしたい。  

自殺対策基本法が施行されたことを踏まえ、平成18年度まで実施していた「こ   

ころの健康づくり地域関係者研修事業」及び「こころの健康づくり普及啓発事業」   

を見直し、平成19年度からは「地域自殺対策推進事業」を行うこととしている。   

本事業は、先進的な自殺対策に資する取組を実施しようとしている地区を選定し、   

それぞれの地域の実情等に適応した自殺対策を行いこれを検証することにより、効   

果的な自殺対策を全国に普及させることを目的とした事業である。（2、3ページ   

参照）本事業の実施要綱については、本年度内に発出し、事業計画の提出期限を平   

成19年5月を目途としたいと考えている。  

同法の施行を踏まえ、政府においても、内閣府を中心として自殺総合対策大綱の   

検討を進めているほか、厚生労働省おいても、相談体制の充実、普及啓発の推進な  

どに努めている。平成18年10月には、国立精神・神経センター精神保健研究所   

内に自殺予防総合対策センターを設置し、知見や情報の集積、同センターを中心と  

した民間団体等との連携強化に努めている。同センターにおいては、各自治体の自   

殺対策の推進に資するよう、情報収集・提供機能を強化していくこととしているこ  

とから、各自治体が取り組んでいる自殺対策について、同センターに情報提供いた  

だけるよう御協力をお願いしたい。  

さらに、平成19年度からは、従来から国立保健医療科学院で行っている「地域   

精神保健指導者（自殺・こころの健康問題）研修」に加え、自殺予防総合対策セン  

ターーにおいて新たに「自殺関連相談員の研修事業」を行うこととしており、これら   

の研修に対して、関係機関に所属する職員の派遣を行うなど、特段の配慮をお願い  

したい。  

このほか、平成18年12月から「自殺未遂者・自殺者親族等のケアに関する検  

討会」を実施しているところである。  
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づくり対策事業につ 

～平成1さ年度  

こころの健康づくり地域関係者研修事業  
心の健康問題に関する知識や対応方法を習得している地域  

精神保健従事者を中心として、地域関係者に対して当該地域  

に適合した心の健康づくり対策に関する研修を実施し、地域に  

おける心の健康づくり対策の充実及び自殺予防対策の強化を  

図る。  

平成18年度予算額：30，320千円   
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地域自殺対策推進事業について  

1．自治体で地域における自殺の実情を調査・分析し、その実情に対応する自殺対策  
（自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応、自殺が発生した後又は自殺が未遂  
に終わった後の事後対応を盛り込んだもの）を原則3ケ年の事業計画として提出。  

その際に特に重点をおく事業とその根拠を明確にしておく。（事前評価委員会の設置）  

2．国において、地域の特性及びその対策の先進性、斬新性と地域ブロックを考慮して  
10～20地域を採択。  

3．自治体において毎年、中間報告（最終年には最終報告）を行うこととし、特に重点的  
な対策に関する効果を中心に検証を行い、検証を行ったデータとあわせて事業実績  

報告を国へ提出する。（中間・事後評価委員会の設置）   

なお、中間報告において検証が不十分である場合は、翌年度国庫補助の対象とな  

らないことも有り得る。   
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2 ＿発達障害者の支援について   

「発達障害者支援法」が平成17年4月に施行され、厚生労働省においては、発達   

障害対策戦略推進本部を設置し、発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ラ   

イフステージに対応する一貫した支援の推進を図る観点から医療施策、保健施策、   

福祉施策、就労施策等の制度横断的な関連施策の調整及び推進を図っているところ  

である。  

障害保健福祉分野では以下のような取り組みを行うこととしており、各自治体で   

積極的な取り組みをお願いしたい。  

く1）発達障害者支援開発事業  

平成19年度より新たに、発達障害者支援のモデル事業を実践・評価し、有効な   

発達障害者支援手法を開発・確立する「発達障害者支援開発事業」を実施すること   

としている。  

本事業におけるモデル事業については、各ライフステージに応じた支援手法を開   

発するため、次に掲げるようなモデル事業を検討している。   

（D 幼児発達支援手法の開発モデル事業  

発達障害児に対して効果的な発達支援を早期（就学前）に行い、その効果を  

検証することにより、幼児発達支援手法の開発を行う。  

② 発達障害児などの家族支援プログラムの開発モデル事業  

発達障害児に対する子育て支援を含む家族支援を行い、その効果を検証する  

ことにより、家族支援プログラムの開発を行う。（ペアレント・トレーニング  

等）  

③ 地域生活を円滑に行うための成長段階に応じた一貫した地域支援プログラム  

の開発モデル事業  

発達障害児（者）の行動障害や二次障害を早期発見し、地域で安定した生活  

を送るための支援を行い、その効果を検証することにより、成長段階に応じた  

一貫した地域支援プログラムの開発を行う。  

④ 社会参加・就労への準備性を育てるプログラムの開発モデル事業  

発達障害児（者）の基本的なコミュニケーション支援など社会適応のための  

支援を行い、その効果を検証す  
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（2）発達障害者支援センター運営事業  

発達障害者支援センター運営事業は、都道府県が行う専門的・広域的な相談支援   

事業に位置付けられており、発達障害者に対する第一義的な相談支援を市町村にお   

いて適切に行うことができるよう、市町村職員等に対する研修及び普及啓発を積極   

的に実施し、市町村の相談支援機能の強化に努め、発達障害者支援センターが専門   

的・中核的な機能を最大限に発揮できるよう努められたい。  

なお、発達障害者支援センターについては、「子ども・子育て応援プラン」に基   

づき、平成19年度までに全都道府県及び指定都市に整備することとされているこ   

とから、未設置の自治体におかれては、早期の設置をお願いしたい。  

（3）発達障害者支援体制整備事業  

本事業は圏域事業の成果を都道府県事業で設置する検討委員会において検証しな   

がら望ましい支援体制の在り方を検討し、他の圏域に波及させていくものであり、   

都道府県事業と圏域事業を併せて実施することにより、より効果的な事業展開が期   

待されることから、すべての都道府県・指定都市において都道府県事業と圏域事業   

の双方を実施されたい。  

上記のほか、障害者自立支援法の「児童デイサービス」については、障害児の早   

期療育に着目した制度であって、早期支援が必要な障害児にとって、有効な施策の   

一つであることに鑑み、市町村の保健相談事業等と連携を図り積極的に活用された   

い。  

3 高次脳機能障害者の支援について  

高次脳機能障害者の支援については、障害者自立支援法に基づく地域生活支援事  

業において、 都道府県が行う専門的な相談支援としで高次脳機能障害支援普及事業  

を実施しているところである。しかしながら、その取組状況は一部の都道府県にと  

どまっているところである。高次脳機能障害は傷病によって住民に身近に発生する   

課題であることから、未実施の都道府県におかれては、高次脳機能障害支援普及事  

業の早期実施について検討されたい。  

ま．た、国立身体障害者リハビリテーションセンターを通じ、技術的支援として地  

方支援拠点機関等全国連絡協議会や研修会等を開催しているところであり、関係職  

員の資質の向上のため、自治体職員や支援拠点機関等関係機関に所属する職員の派  

遣について、特段の配慮をお願いしたい。  
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4 自立支援医療について  

生活保護受給者の人工透析に係る医療費については、本来、更生医療において負   

担すべきものであったところ、これまで、予算上の理由がある場合は医療扶助によ  

り対応しても差し支えないとする取扱いとしていたところであるが、障害者自立支   

援法の施行による自立支援医療（更生医療）に係る利用者負担の見直し等を契機と  

し、本年3月診療分から自立支援医療（更生医療）により支給することとしたとこ  

ろである。今回の移行に什う事務手続き等の詳細については、既に事務連絡により   

お知らせしたところであるが、自立支援医療（更生医療）の支給認定及び指定自立   

支援医療機関の指定等につき遺漏のないようお願いする。  

5 良質かつ適切な精神医療等の効率的な提供について  

（1）精神科救急医療体制の整備の推進について  

精神障害者の緊急時における適切な医療及び保護の機会を確保するため、都道府   

県・指定都市がそれぞれの実情に応じて、精神科救急医療体制を整備されたい。   

・精神科救急情報センターや休日・夜間対応の輪番制病院等を内容とした精神科救  

急医療システムを国庫補助事業を活用し、24時間体制により構築   

・中核的なセンター機能を持つ救急医療施設を地域ごとに整備していく「精神科救  

急医療センター」の整備・運営を行うため国庫補助事業を活用した着実な整備   

・医療保護入院等のための移送体制の整備   

・医療及び保護の確保に急速を要する精神障害者について必要不可欠な応急入院指  

定病院の指定  

（2）精神科病院に対する指導監督等について  

精神保健福祉施策の推進に当たっては、かねてより人権に配慮した適切な医療・   

保護の確保に努めていただいているところであるが、厚生労働省としても、近年の   

精神科病院における人権侵害事案の発生等にかんがみ、より適正な入院患者の医療   

・保護の確保を図るため、都道府県知事等が精神科病院に対して実施した実地指導   

等を検証する「精神科病院実地検証」を実施しているところであるが∴平成17年   

度に実地検証した結果、一部の精神科病院において、いまだに以下のような事例が   

見られた。   

・病室が男女混合   

・専用の面会室がない   

・電話の使用時間等が制限されている  
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・預り金の管理が不適切  

・任意入院・医療保護入院時の診察・告知行為が診療録等で確認できない  

・隔離・身体的拘束の際の診察・告知行為が診療録等で確認できない  

・同意能力の乏しい者、隔離・身体的拘束が継続的に行われているものが任意入院   

となっている   

なお、平成16年度及び平成17年度において厚生労働省が都道府県及び指定都  

市に対して実施した指導監査の指摘事項を参考資料として付けているので参照され  

たい。   

また、新聞報道等においても、患者同士による暴行、隔離処遇中の患者の死亡な  

ど、複数報告されている。   

精神科病院入院者の適切な処遇の確保等については、都道府県知事等は、精神科  

病院に対する実地指導後の措置として、改善計画書の提出を求め、若しくは提出さ  

れた改善計画書の変更を命じ、これらの命令に従わない場合には医療の提供の全部  

又は一部の制限ができることとされてるところであり、各都道府県・指定都市にお  

いては、貴管内医療機関に対し実地指導等を実施する際には、精神保健福祉法及び  

関係通知（平成10年3月3日障第113号・健改発第232号・医薬発第176  

号・社援第491号厚生省大臣官房障害保健婦祉部長、健康政策局長、医薬安全局  

長、社会・援護局長通知「精神科病院の指導監督等の徹底について」等）の趣旨を  

踏まえ、一層の指導の強化を図るようお願いしたい。   

併せて、障害者自立支援法による精神保健福祉法の改正に伴い、平成18年10  

月より、改善命令等に従わない精神科病院の公表制度、改善命令を受けたことがあ  

る精神科病院に対する任意入院者の病状報告、医療保護入院及び応急入院等に係る  

特例措置の導入などが行われたところであり、ご留意願いたい。  

く3）精神医療審査会の適切な運営等について  

精神医療審査会は在院患者の人権確保の観点から極めて重要な役割を果たすもの   

であるが、退院請求・処遇改善請求等の処理に要する平均日数が1か月を超える自   

治体があるなど不適正な状況が引き続き見受けられる。中には2か月を超える自治   

体があるなど極めて不適正な状況も散見されている。  

各都道府県・指定都市におかれては、平成12年3月28日障第209号厚生省   

大臣官房障害保健福祉部長通知「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12   

条に規定する精神医療審査会について」に基づき、精神医療審査会の適正な運営を   

図るように徹底されたい。  
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また、先般の精神保健福祉法の改正に伴い、平成18年10月より審査会の委員  

構成の弾力化が図られ、現行の「医療委員3名、法律委員1名、その他学識委員1  

名」から「医療委員2名以上、法律委員1名以上、その他学識委員1名以上」に改  

正されたので、適正な運用をお願いしたい。  

6 犯罪被害者対策等基本計画に基づく地方自治体との連携について  

犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）第8条に基づき策定された犯   

罪被害者対策等基本計画（平成17年12月27日閣議決定）では、精神的被害に   

ついて「犯罪被害者等の治療を行える専門家・施設が不足しており、身近な地域で   

適切な医療や福祉サービスを受けられないとの指摘がある」、「医療関係者におい   

ても理解が十分とは言えず、その診療やケアに関する研究の遅れや、専門家・施設   

の不足により、多くの犯罪被害者等が精神面の思い症状を負いながら、適切な診療   

やケアを受けられず、社会から孤立していると指摘されている」、「治療や回復の   

過程でかかわらざるを得ない関係機関において、配慮に欠けた対応をされることに   

よって受ける二次的被害がある」と指摘され、「身体に関する救急医療と・同様に被   

害直後から適切な診療や援助を受けられるようにする必要がある」とされていると   

ころである（Ⅲ重点課題 ②精神的・身体的被害の回復・防止への取組）。  

このため、V 重点課題に係る具体的施策 において、 PTSD等専門家の養成   

等を行っていくこととされている．ところであり、各地方自治体におかれても以下の  

ような取組について積極的に実施していただきたい。  

・保健所及び精神保健福祉センターにおいて相談支援を行っている旨の周知・  

広報  

・医療機関や保護施設職員等に対するPTSD対策専門家養成研修の周知・広報  

・各自治体における地方版専門家養成研修会の開催  

7 心の健康づくりについての各般の取り組み  

（1）大規模な災害・事件・事故の際の心のケア対策について  

自然災害ならびに犯罪、事故などの人為災害において、いわゆる「心のケア」の   

必要性が強く認識されているところである。このため、心の健康問題への対応を強   

化する観点から、各都道府県・指定都市に対し、平成15年1月に「災害時の地域   

精神保健医療に関するガイドライン」を示したところであるが、引き続き当ガイド  

ライン等を活用しつつ、災害等の発生時における「心のケア」への対応体制の確立  

にご協力願いたい。  
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また、精神保健福祉センター、保健所、病院などに勤務している医師、看護師、  

精神保健福祉士等を対象に、PTSD（外傷後ストレス障害）に関する専門的な養  

成研修を実施してきているところである。ついては、関係機関に所属する職員の当  

研修会への参加について配慮いただき、本研修の修了者名簿についても活用され、  

関係機関の連携強化を図っていただきたい。   

貴都道府県内において、災害や犯罪等が起きた場合の被害者の心のケア対策を行  

っていく際には、これらの積極的な活用について十分留意いただきたい。  

（2）児童思春期の心の健康づくり対策の推進について  

児童思春期の心の問題に対する相談につい ては、精神保健福祉センター、保健所、   

児童相談所等において実施しているところであるが、思春期精神保健に関する専門   

家が少なく、各機関における相談体制が十分ではないことから、平成13年度から、   

精神保健福祉センター、児童相談所、保健所、病院等に勤務している医師、看護師、   

精神保健福祉士、児童指導員等を対象として、思春期精神保健の専門家の養成研修   

を実施している。ついては、精神保健福祉センター、保健所、児童相談所等の関係   

機関に所属する職員の当研修会への参加について配慮いただきたい。また、別途配   

布している研修修了者の名簿についても活用され、関係機関との連携強化を図って   

いただきたい。  

（3）精神障害の正しい理解のための普及一啓発について  

精神障害者の社会復帰、地域生活の支援を推進する上でも、また、国民の心の健   

康づくりを進める上でも、心の健康問題や精神疾患に対する正しい理解の普及は非   

常に重要であると考えている。  

ついては、各都道府県等におかれては、広報誌における記事、各種イベントにお   

ける展示などあらゆる媒体・機会を通じて、正しい理解に向けての普及啓発にご尽   

力をいただきたい。  

また、『「こころのバリアフリー宣言」～精神疾患を正しく理解し、新しい一歩   

を踏み出すための指針～』のポスターを都道府県、・指定都市宛送付するので、引き   

続き広く周知を図られるようお願いしたい。  
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8 心神喪失者等医療観察法について  

（1）指定入院医療機関の整備  

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第  

2条第5項の指定入院医療機関の整備については、平成17年10月28日障発第   

1028002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「心神喪失等の状   

態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の指定入院医療機関   

の整備について（依頼）」に基づき進めているところであり、現在10か所が開棟  

し、平成19年度末までには、国立病院等の医療機関としては合計14か所の整備  

が完了する予定であり、また、都道府県関係としては、4か所が建設中あるいは整  

備予定となっている。  

引き続き、各都道府県においては、対象者の円滑な社会復帰の促進を図るため、  

可能な限り各地域で医療が受けられるようにすることが重要であることに鑑み、人  

口規模にかかわらず、都道府県立病院による指定入院医療機関の整備について十分  

に検討するとともに、現状において整備困難である場合は、将来の整備に向けて、  

建て替え整備計画、医療計画への具体的な記載について対応を検討願いたい。  

（2）指定通院医療機関等の確保  

指定通院医療機関については、地域偏在があり対象者の円滑な社会復帰の促進を   

図るためには可能な限り各地域で医療が受けられるようにすることが重要であるこ   

と、また、鑑定入院を引き受ける医療機関については、対象者の増による業務負担   

が増加していることから、引き続きその確保に向けてご協力願いたい  
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1．平成16年度及び平成17年度指導監査の実績  

（1）都道府県  （2）指定都市  

口  札  幌  市  ○  
2  仙   台  市    ○   

3  さ い た ま 市   ○  

4  千  葉  市    ○   
5  横  浜  市  ○  

○   

○   6  川  崎  市      田  静  岡 市  ●●●，■－－■■■■■－●■■■■■■■●  
8  名 古 屋 市    ○   
9  京  都  市    ○   
10  大  阪  市  ○  
m  神   戸  市  ○  
12  広   島  市  ○  
四  北 九 州 市   ○  

14  福   岡  市  
計  

○  

7   

口  北  海  道  ○   

2  青  森  県    ○   
3  岩  手  県    ○   
4  宮  城  県  ○  
5  秋   田   県    ○   

6  山   形  県    ○   

7  福  島  県    ○   
8  茨  城  県  ○  
9  栃  木  県  ○   
10  群   馬   県  ○  
皿  埼   玉  県  ○  
四  千  葉  県    ○  

四  東  京  都  ○  
14  神 奈 川 県   ○  

四  新  潟  県    ○   

16  富   山   県    ○   

田  石  川   県  ○   

四  福  井  県    ○  
四  山   梨   県    ○   

20  長  野  県  ○  
21  岐  阜  県  ○   
22  静  岡   県  ○  
23  愛   知  県  ○  
24 - 重  県    ○   

25  滋  賀   県  ○  
26  京  都  府    ○   
27  大   阪  府  ○  
28  兵  庫  県  ○  
29  奈   良  県  ○  
30  和 歌 山 県   ○  

31  鳥  取  県  ○  
32  島  根  県  ○  
33  岡   山   県  ○  
34  広   島  県    ○   

35  山   口   県    ○   

36  徳  島  県    ○  
同  香   川   県  ○  

38  愛  媛  県    ○  
39  高  知   県    ミ ○   
40  福   岡   県  ○  
41  佐   賀   県  ○  
42  長   崎  県  ○  
43  熊  本  県    ○   
44  大  分  県  ○  
45  宮   崎  県  ○   

46  鹿 児 島 県    ○  
47  沖  縄  県  

計  
○  

23  24  

30  31  
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自治体別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係1／6  
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自治体別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係 2／6  

0  ◎   

◎  

◎   

さいたま市                                                千 葉 市                              口                  横 浜 市                              0                  川 崎 市                              0                  名 古 屋 市                    ◎          口                  京 都 市                    ◎          口                  大 阪 市                              0                  神 戸 市          ◎                    口                  広 島 市                    ◎        ◎  2                  北 九 州 市                              0                  福 岡 市        ◎            ◎          2                  指 摘 件 数  口  5  17  口  18  15  口  0  3  29  2  4  0  20  116  0  0  0  0  0  0  口  29  指摘自治体数                46  
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自治休別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係 3／6  
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自治体別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係 4／6  
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自治体別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係 5／6・  

栃 木 県  ◎  口  ◎    口  0  8   

群 馬 県  ◎  口  0  0  3   

埼 玉 県  0  0  0  4   

千 葉 県    ◎  ◎  2  0    ◎  1 8 

東 京 都  0  0  0  10   

神 奈 川 県  ◎  口    ◎  0  6   

新 潟 県  0  0  0  7   

富 山 県  0  0  0  6   

石 川  県  0  0  0  6   

福 井 県    ◎  0    ◎  1 6 

山 梨 県    ◎  ◎  2  0    ◎  1 8 

長 野 県  0  0  0  6   

岐 阜 県  0  0  0  3   

静 岡 県  ◎  口  0  0  4   

愛 知 県  0  0  0  2   

三 重 県  0  0  0  3   

滋 賀 県  0    ◎  0  2   

京 都 府  0  0  0  4   

大 阪 府  0    ◎  0  5   

兵 庫 県  0  0  0  2   

奈 良 県  0  0  0  

和 歌 山 県  0    ◎  0  4   

鳥 取 県  0  0  0  3   
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自治体別指摘事項一覧  

精神保健福祉法関係 6／6  

神 戸 市  0  0  0  2   

広 島 市  0  0  0  2   

北 九 州 市  ◎  口  0  0  

福 岡 市  ◎   口  0  0  8   

指 摘 件 数0 9 0     213   24  0  101   口  12  010 0    0  0 1   皿  282   

指摘自治体数  20  指摘自治体敦     皿  指摘自治体数       皿  59   
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2．精神医療審査会関係資料  
（1）都道府県別精神医療奉査会の審査状況  
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資料：衛生行政報告例  
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（2）退院等請求平均審査期間  
（都道府県・指定都市順）  

審査期間は地域に串うてばら？きがあろム  平成17年度  
、‾▲■－‾‘‾‾ノ軸Ⅷ ‾‾▲‾一‾‘一‾‾‾▲■－「  

市た市市市市屋市市市市州市   
ま  市  
市  

圏請求受理から意見聴取まで肉意見聴取から審査まで□  審査から結果通知ま  

注）退院等請求＝退院請求＋処遇改善請求   資料：精神・障害保健課調   



ト、、   

（3）退院等請求平均審査期間と審査件数  

園退院等請求平均審査期間□退院等請求審査件数  

資料：審査期間は精神・障害保健課調、審査件数は衛生行政報告例  



（4）退院等請求審査期間  

（請求受理から意見聴取までの期間順）  
意泰時軸軽躯碑鱒軒阜浄隋味≡  
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資料：精神・障害保健課調   



3．精神保健福祉法10月施行の状況  
（1）特定病院の認定状況等  （2）措置入院者の定期病状  

報告（3ケ月後）件数  
H18．10．1一－H18．12，31  H18．10．巨一日18．12．31   

特定病院厳  特例措置を採る ことができる応急 入院指定病院数  特定医師による 医療保護入院数  特定医師による 医療保護入l完数 （第33粂第2項）  特定医局による 応急入浣赦   

3   
3   0   0  0   

口  0   口  0   
0  0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0  0   0   

0   0   0   0   0   

0   0  0   
0   0   0   0   0   

0   0   0   0  0   
0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0  0   
0   0   0   0   

0  

0  

0   0   0  釘  
4  2   0   

0   12 _ 0   0   

2   2   0   0  0  
4  5   7   

0  0   0   0  0  
4   5  5  2   0  

4   4   0   0   0   

口   0   0   

5   5   3   2   0   

6  6  0   0   0   

★  0  0   0   0   

0  O _ 0   0   0  

3           0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

6  2   口   0  

2  0   0  

0   0   0   0   0   

0  甘   0   0   0  

2  2   O _ 0   0   
3   3  2   0   0   

0  0           0   0   0   

0   口  ロ  0   0   

0   0   0   0   0   

2   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   0   

0  0  0   0   0  

2  2  0   0   0   

0   0   O _ 0   0   

0   0   0   0   0   

0   0   0   0   0   

0  0   0   0  0  
0   0   0   0  

O _ 0   0   0  0   
0   O __ O 0   0   

2  2   口  0   
0   0   0  0   0   

0  0   0   0  0   
0   0   0   0   0   

2   2   0   0   ■   0   

口   0   0  0  
0   0   0  0  
0   0  0   0   0   

62   66   26   9 2   

奮保健課調  
－22－  

北海道  
青  森  
岩■‾亨  

宮  城  
秋  田  
山  形  
福  島  
茨  城  

栃  木  
群  馬  
埼  玉  
千  葉  
東  京  
神奈川  
新  潟  
富  山  
石  川  
福  井  
山  梨  
長 ▲‾覇  

板 阜  ‾】  

葡「商    】 
憂「知  
＝  重  

滋  賀  

京  都  
大  阪  
兵】¶庫  

奈 
和叡山  
鳥  取  
島 
岡  

頂「「訂  
山  口  ‾  
蔭盲  
香  川  
愛 ‾‾雇【▲  
高  

福 
佐  →  

哀 崎  
熊  本   
大  分  【  
膏 崎  
鹿児島  
沖  縄  
札幌市  
仙古市  

さいたま市  

千葉有  
彊二夏二泰  
川崎示   
静訂奇  

名育青苗  
京都市   
大蔽 
闇   ¶－】‾  

商声示  
広盲青 
北九州市  ‾一   

「高   

合 計  

措置入院者の  
3ケ月後定期  
病状報告件数   

北海道   2   

育二 
．  

jL 手   ロ   

宮二重二   2   

秋  田   6   

担「 形   0   

福  島   2   

jし．城   
栃 木   2   

墜■ 馬   0   

埼  玉   10   

千＿－＿屋   6   

東 衰   10   

顔＿】套」ll   2   

新¶▼潟   3   

富  山   4   

石  川   2   

福  井   3   

山  梨   

長  野   s s 

腰L 阜  0   
凰¶】岡   

＿   

2   

壁  知   5   
≡二 

滋、二妻  4   
京  都   0   

麦二二阪  6   
兵二重‾   2   

奈  良   0   

和歌山   0   

鳥一一重  口   

＿→【 且訂 
岡  山   

－  3   

伝「 島  12   
山  口   

3   

香  川  0   
愛二 2   

一    高  知   

福 

2   

0   

【▼  8   

長  崎  2   
熊 】奉   6   

大  分   3 

宮＿」乳   

鹿且島   3   

沖  縄   6   

札幌市   3   

仙 台市   0   

さいたま市   3   

千葉市  0   
横浜市   0   

川 崎市   2   

静岡市  2   
名古屋市   2   

京都面‾  4   
jし匪】垂   口   

一   」軋j  0 
神戸市   口   

面盲青  2   
北奥州市  2   

5   

合 計   171  
資料：精神・障彗  





4．精神科病院関係資料  
（1）開設者別精神科病院数及び精神病床数の年次推移  

各年6月30日現在  

総   数  国  公  立  その他  

年 次  国  都道＝紆県  市 町 村   公的医療機関  計  （法．L・個人）  

病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数  病院数  病床数   

昭和45年  1．364  242．022  63  7．428   64  16．028  81  7，828  47  5．268  255  36．552  1．1（I9  205．470   

50   1．454  275．468   70  8．606  66  16．丁27  83  8．141   50  

55   1．52l  304．469   丁9  8．984   50  

56   1．5ヰ6  311．901   82  9．川0  70  り．248  84  8．177  50  

57   1．570  318．柑6   84  g．180  70  17．082  84  8．248  50   

58   t．585  324．004  87  9．267   71  17，108  84  8．131   50  5，876  292  40．382  1．293  283．622   

59   1．597  329．80t；  89  9．256  73  16．96l   83  8．044  50  5．906  295  40．167  1，3t）2  289，639   

60   1．604  333．570  89  9．240  74  17．∝帽  83  8．135   50  5．882  296  40．263  1．3t）8  293，307   

61   1．610  339．161   91  9．306   75  17．179   81  7．950  50  5．973  297  40．408  1．3暮3  298．753   

62   l，627  345．494  91  9．327   75  り．143  8l  7．981   51  6，033  298  40．ヰ84  t，329  305．010   

63   1．6」‖  351．358   9l  9．276   76  17．138   82  8．043   51  6．033  300  40，490  1．341  310．868   

平成元年  1．648  355．089   91  9．284  77  17．112  83  8．10l   51  6．073  302  ヰ0．570  1．346  314．519   

2   1．655  358，251   91  9．304  78  17．275  83  8．151   5l  

3   1，660  360．303  92  9．344  77  17．224  83  51  

4   83  52  

5   1．672  363．O10  92  82  53  

6   1．672  362．692  82  53  

了  l．671  36乙154  79  82  53  

8   52  

9   82  59  

10   1．670  359．563  50  

1．670  358，609  ヰ9  

12   1．673  358，597  49  

13   l．669  357．388  9  87  49  

14   1，670  356．621  93  88  49  

15   87  48  

16   l．671  354．923  92  86  76  47  

17   84   46   

資料：病院報告  

－24－   



（2）精神障害者申請・通報・届出及び処理状況の年次推移  
申 請 ・ 通 報  ■  届 出 件 数  診 専 を 受 け た 者  

年  絵  

精神科病  り診察の  
必要がな  

一般から の申請  警察官か らの通報  検察官か らの通報  保護観察 所の長か らの通報  矯正施設 からの通 報   院の管理 青からの 届出  いと認め  
次  計   かった者  

た者  

昭和45年  17，163  5．981   997   125   487   908  25，661  1．766  16．820  6，625   76   

50   9．084  5．107  1．156   38   364   720  16，469  1．930  9．383  4．617   126   

55   3．525  4．152  1，137   30   341   9－556  1．956  4．791  2．433   82   

56   3．036  4．150  1．126   32   328   292  8，964  2，27丁  4．110  2．452   66   

57   2，213  4．394  1，169   30   327   257  8．390  2．405  3，438  2．376   69   

58   2．056  3．761  1．100   24   279   260  7．48d  2．007  3．293  2．030   62   

59   1，744  3．611  1．090   26   250   231  6．952  1．97丁  3．060  1．851   54   

60   1．336  3．510  1，190   16   263   165  6．48P  1．990  2．727  1，715   45   

61   1．125  3，485  1，007   14   264   145  6．040  2．037  2，313  1．639   43   

62   790  3，270  1．077   18   234   91  5，480  1．905  1．947  1．582   44   

63   740  3．644  1．100   13   2了6   91  5．864  1．913  2．239  1，629   48   

平成元年   734  3．5‖  1，071   26   295   65  5．702  1．850  2，246  1，624   

2   581  3．665  1，058   12   278   52  5．646  1，902  2．164  1．586   

3   533  3．581  1．026   246   55  5．460  1．745  乙283  1．421   

4   458  3，710  1，029   277   54  5，544  1．655  2．530  1．370   

5   463  3，788  1．07了   13   253   48  5．642  1，769  2．643  1．257   

6   501  3．859  1．096   12   230   60  5，758  1，721  2．732  1．230   

7   394  4．202  1．031   10   231   61  5，929  1．612  3．074  1．196   

8   470  4，547  1，080   14   257   49  6，41了  1．815  3．430  1．156   

9   386  4．827  1．028   13   237   49  6，540  2．004  3．358  1，164   

10   414  4．707   97了   311   52  6．472  2，126  3，240  1，091   

11   434  5，245   951   14  325   45  7，014  2．323  3，497  1，177   

12   7．55了  1．075  397   44  9．591  3，402  4，546  1．641   

13   480  8，012  1．041  9  495   60  10．097  3．716  4．497  1．875   

14   563  8，48了  1．096  10  852   45  11．053  4，252  4．了92  2，009   

15   526  8，876  1，055   16  1．266   37  11．了76  4，768■  4J965  2，028   

16   405  10．527  1．150   田  1，562   29  13．690  6，470  5．038  2，175   

17   355 10．386  985  25 1．909  2丁       13，68了  6．728  4，904  2．081   

資料：衛生行政報告例  
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（3）都道府県別精神科病院数・精神病床数及び在院患者数等の状況  

平成18年8月30日現在  

2精神科病院数、精神病床数及び在院患者数は病院報告による。  
3措置入院者数は精神・障害保健課調。  
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（4）都道府県別年間在院患者延数等（精神病床）  

平成17年  

年 間 在 院   年 間 新 入 院   年 間 退 院   
患 者 延 数   

平 均 在 院  
患 者 数   患 者 数   日  

北 海 道   4．731．341   14．964 人   15．232 人   
数  

3134 日   
1．508．607   5．131   5．182   292. 6 
1．鋸4．860   4．697   4．828   339．1   
1．306．513   3．672   3．678   355．5   

秋 田 県   1．488．564   4．810   4．951   305．0   
山 形 県   1．188．160   4．564   4．678   257．1   

2．490．882   6．375   6．57了   384．6   

栃 木 県   

2．503．806   5．595   5．68了   443．9  
1．735．590   4．329   4，513   392．6   
1．804．179   5．160   5，106   351．5   

埼 玉 県   
千 葉 県   

4．166．105   12．109   11，752   349．2  
3．967．157   10．530   10．574   376．0   
8．217，632   34．599   35．218   235．4   

東 京 都          神奈川県   2．440，629   8．288   8．916   283．7   
新 潟 県   2．459．687   7．324   7．418   333．7   
富 山 県   1．270．457   3．603   3．714   34了．3   
石 川 県   1．329．929   3．834   3．849   346．2   

井 県   
≡   

801．640   3．028   3．015   265．3  
839．035   2．718   2．766   306．0   

長 野 県   1．了84．074   6．703   6．832   263．6   
阜 県   1．464．585   4，536   4．605   

静 岡  
320．4  

県   1，994，395   6．356   6．406   312．6   
愛 知 県   3．034．068   8t813   8．913   342．3   
三 重 県   1．717，656   5．360   5．519   315．8   
滋 賀 県   766，482   2，632   

府   
2．682   288．5   

大 阪 府   

890．823  2，812  2．849   314．7  

6，557．703   22，111   21．799   298．7   
兵 庫 県   2．86乳050   6．419   6，503   443．9   
奈 良 県   922．669   2．607   2．646   351．3   

和歌山県   829．623   1－755   1，862   458．7   

取 県   670．021   2．295   
島 根  

2．265   293．9  
県   886．550   3．56ト   3．598   247．7   

岡 山 県   1．900．587   7．406   7，488   255．2   
広 島 県   乙231．313   5，772   5．853   383、9   

山 口 県   
徳 島  

2．198．116   5，487   5，610   396．2  
県   1．401．845   2．575   2，688   532．7   

香 川 県   1．320，974   3．425   3，545   379．0   

媛 県   1．695．612   4，715   4．654   362．0   
高 知 県   1．263．532   5．333   5，345   236．7   

岡 県   4．710．825   11．788   11．829   398．9   
佐 賀 県   1．524．206   3．815   3．861   397．1   

崎 県   2．761．474   7．403   7．703   365．6   

熊 本 県   
3．108．462   9．050   9．212   340．4   
1．933．173   5．105   5，126   377．9   

鹿児島県   
2，069．641   5，274   5．288   391．9  
3．493，982   6．375   6．456   544．6   

縄 県   1．933．246   6．177   6．264   
札l幌 市   

310．8  
2．533．752   8，024  8，046   315．3   

仙 台 市   719．395   2，539   2，498   285．6   
さいたま   413．256   1．196   1，260   336．5   
千 葉 市   497．630   2，333   2．392   210．6   
横 浜 市   1．816，139   ● 一 ●   6，了29   2了2．3   
川 崎 市   494．886   2，335   2．312   213．0   

岡 市   340．997   1．260   
名古屋市   

1，264   270，2  
1．564．668   4．295   4，409   359．5   
1．313．594   3．116   3，128   420．8   

大 阪 市   65．384   1．029   1，034   63．4   
戸 市   1．225．629   3．了41   3，726   328．3   

広 島 市   1．039．080   4，236   4．269   244．3   
北九州市   1．395，170   3．879   3，974   355．3   

1，416．909   4．747   4．830   295．9   
全  国   118．634．949   360．330   364，926   327．2   

l雷Ⅷ；－．て1，・     臼   
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（5）都道府県別・入院形態別実地審査状況－①  
平17 コ【  

審査の錯 処遇改善偏令  
医療  応急  A■芸  任意  措置  医療  応急  合計  

入院  入院  保護  入院   任意  措置  医療  応急  ム計  任意  措置                           口貞  入院  入院  保護  入院  口計  入院  入院  保護  入院   
北海道  95  36  187  0  318  83  36  184  0  283  0  0  0  0  0  
青  森  73  16  115  0■  204  73  16  115  0  204  0  0  0  0  0  
岩  手  51  33  116  0  200  45  22  103  ■ 0  170  0  0  0  0  0  
宮  城  10  8  34  0  52  10  8  34  0  52  0  0  0  0  0  
秋  田  91  22  156  0  269  91  14  156  0  261  0  0  0  0  0  
山  形  67  17  409  0  493  67  17  409  0  493  0  0  0  0  0  
福  島   0  32  150  0  182  0  31  150  0  181   0  0  0  0  0   
茨  城   0  33  101   0  134  0  33  101   0  134  0  0  0  0  0   
栃  木  0  24  43  0  67  0  21  34  0  55  0  0  0  0  0   
群  馬  29  13  136  0  178  29  13  136  0  178  0  0  0  0  0  
埼  玉  117  84  67  0  268  117  83  67  0  267  27  14  0  0  41  千  葉  10  29  39  0  78  10  29  39  0  78  0  0  0  0  0   
東  京   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
神奈川  20  17  140  0  177  15  8  103  0  126  0  0  0  0  0   
新  潟   0  27  328  0  355  0  27  328  0  355  0  0  0  0  0   
富  山  65  22  113  0  200  65  22  113  0  200  0  0  0  0  0   
石  川  17  17  56  0  90  17  14  56  0  87  0  0  0  0  0   
福  井  19  17  55  0  91  19  17  55  0  91  0  0  0  0   0  
山  梨  37  14  149  0  200  0  6  0  0  6  0  0  0  0  0  
長  野  67  61  89  0  217  67  61  89  0  217  0  0  0  0  0  
岐  阜  54  28  77  0  159  54  28  77  0  159  0  0  0  0  0   
静・岡   口  19  46  0  66  口  19  46  0  66  0  0  0  0  0   
愛  知   0  36  78  0  114  0  

50   

滋  賀   0  18  12  0  30  0  18  12  0  30  0  0  0  0  0   
京  都   0  9  18  0  27  0  3  12  0  15  0  0  0  0  0   
大  阪   【  12  105  0  118  0  
兵  庫   0   

奈  良  23  17  23  0  63  23  12  22  0  57  0  0  0  0  0  
和歌山   8  8  30  0  46  8  8  30  0  46  0  0  0  0  0   
鳥  取  13  ‖  27  0  51  13  山  27  0  51   0  0  0  0  0   
島  根   0  12  12  0  24  0  ロ  12  0  13  0  0  0  0  0   
岡  山  16  27  30  0  73  16  26  28  0  70  0  0  0  0  0  
広  島   3  8む  185  0  273  3  67  185  0  255  0  0  0  0  0   
山  口  220  19  57  0  296  20  19  57  － 0  96  0  0  0  0  0   
徳■ 島  12  29  ．33   74  12  29  33  0  74  0  0  0  0  0   

116  7  5  104  0  116  0  0  0  0  0   

214  70  54  90  0  214  0  0  0  0  0   

190  44  16  130  0  190  0  0  0  0  0   
福  岡  39  95  196  0  330  39  82  196  0  317  0  0  0  0  0   
佐  賀  10  52  162  0  224  10  5Z  162  0  224  0  0  0  0  0  
長  崎  39  27  56  0  122  39  22  56  0  117  3  0  口   0  4   

熊  本  34  62  91  0  187  34  82  91   0  187  0  0  0  0  0   
大  分   7  33  89  0  129   7  33  89  D  129  0  0  0  0  0   
宮  崎   0  ．3  一」担  0  36  0  0  0  0  0  0   4  0  5   

鹿児島  112  92  242  0  446  112  92  242  0  446  0  0  ひ  0  0  沖  縄  24  38  43  0  105  24  35  43  0  102  0  0  0  0  0  
札幌市   0．  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
仙 台市  26  3  38  Oh  67  26  2  38  0  66  0  0  0  0  0   
さいたま市  7  7  16  0  30  7  2  16  0  25  0  0  0  0  0  
千葉市   0  6   6  0  12  0  6  6  0  12  0  0  0  0  0   
横浜市   0  21  71  0  92  0  3  21   0  24  0  0  0  0  0   

川 崎市   0  6  19  0  25  0  6  19  0  25  0  0  0  0  0   
静岡市   0  3  4  0  7  0  3  4  0  7  0  0  0  0  0   
名古屋市  0  41  19  0  60  0  41  19  0  60  0  0  0  0  0   
尿都市  」j  9  」旦  0  35  13  5  13  0  31  0  0  0  0  0  
大阪市  4  13  6  旦＿  23  4  0  6  0  10  0  0  0  0  0   

0  32  0  0   0  0  0   神戸 市   軋  旦  ．」9  0  35  0  3   
広島市   0  58  92  0  150  0  45  92  0  137  0  0  0  0  0   
北九州市  0  31  17  0  48  0  12  17  0  29  0  0  0  0  0  

市   0  33  32  0  65  0  28  32  0  60  0  0  0  0  0   
133、9   22．0  22．5173．O10．O1117．5110．5t O．3       0，110．0   0．9   

宝 調  



（5）都道府県別・入院形態別実地審査状況－②  

平成17年度  
Aム                              ロ  A ヽ        ム  

任意 措置 医療 応急     合計  任意  措置  医療  応急   n A意  任意  措置  コ＝ 医療  月 応急  ：E 合計   入  入     入   入  入    入  日計  入  入  入院  
北、道  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

青  森  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  岩  手  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

宮  城   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   
秋  田   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

山  形   
福  島   0  0  0  0  0  0  0  9  0  9  0   茨  城   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

栃  木  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  群  馬  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0   0  0  0  0  0  

埼  玉  0  0  0  0  0  0  
千  葉  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  東 1訂  0  2  0  0  2  0  0  0  

0  0  0   0  0  0  0  0   0  

新  潟  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  富  山  0  0  0  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  

石 川  o o 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0      0  
福 井  
山  梨＿   0  0  0  0  0  0  0  0   

0   

長  野   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
堕  阜  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  0 0  塑⊥」邑 

＿ 愛  0  2  0  0  2  0  堕  0  0  0  0  0  0  0  0  知  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  
二▼▼＿且  

0  
滋 賀   0   

天 
0  0        京  都  0  0  0  0  0  0  0 0  0  0   0  0  0  0  0  0  】 阪  0  2  14  0  16  

0                            0  

套＝コ㌻  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0  9  
和諌甘  0 
≡ ；－   す  0   0  0  0  0  0  0  P  0  0  0  0  

0  0‾  0  0  0  0  0  30  0  30  16  27  30  0   岡 LU  
壷二雇「  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  司  0  －  

山 七l 古  む  0  0  0  0  0  牡  0  0  旦  0  0    旦 0  0 0  

香  川  0  0  0   ＿0  0  口  0  口   O 2 

▼璧一 媛   
0  2  匂  0   0  0   

高 知 直二二重 0  0  0  0  0  、0  0  0  0  0  0  
0   

0  0  0 0  0  0  0  0  0   0 0  佐  賀  0  0  匹    0  0  0   0   0  0  0．▼  0  0   
p  0                          0  0  

整  本   日     0   
大 分  

0  

0  0  0  0  0  0  0                          0  0  0  0  0  0  0  0   
亡ヒ▼                                                        呂 崎   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

打  
0   

」空  縄   0  0  0  b  0  0  ＿0  0  0  0  0  0  0  0  0   
jL塵市   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

ム                                姐j 市   0  0  0  0  0  0  虹  0  0  0  0  旦  0   
さいたま市  0  0  0  0  0  旦  0  0  0  0  0  0  0   
干 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

0   ＿塵浜市   0  0  0  0  
」旦せ軋jL  0  0  0   0  

0   0   

0  0  0  0  0  0  0   ＿   

＿一塁都市  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  大 阪市  0  0  0  0  」！  0  口  0  0  口  0  口  0  0  ト   

0  0   神2市  0  0  田  0  0  0  0  匹  扇  0  0  口  
0  b  0  0  0  0 広 島市  0  0  0  0  0  ＿0  0  0  

0  0   0  北A粗＿垂      0  0  0  0  0  0  0  0  0  0      0  福 岡 市  0  0  0  

0  0  0  全国平均10．Ol  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  

資料：精神・障害保  
注）全国平均は、縦計を都道府県・指定都市数で除し少数第2位を四捨五入しているので、合計が一致しないことがある。  

－29－   



（6）都道府県別在院措置患者数（H14）  
「精神病床等に関する検討会」（H16）において地域格差が指摘  

東
亜
頑
胆
空
爆
樽
コ
吏
嶋
Y
甘
口
Y
 
 

恩在院期間10年以上  

匿在院期間5～10年  

暮在院期間1～5年  

□在院期間6カ月～1年  

口在院期間3～6カ月  

薗在院期間1～3カ月  

一
山
○
－
 
 
 

杢墜期間1 

． 

0．00  
≡普悪癖崖喋♯條咄世≡正副≡泉州ぜ出∃繚頑染扇橋ヨ巳年叫督城川鋲せ摩ヨ鵬ヰ水蜜≠令ヰ岬奪匿＃ヰ  

露  犀  脚伽圃礪ぺ娠計♯條噸停彙∃樅柁＝拡鋸匿津購ヨ割♯さヨ咽ぜ粥渾費哨哨麟陣場鍾痍朱粥ぺぜ増融渾せ禦                       害                            増  

資料：精神・障害保健課調   



（7）都道府県別在院措置患者数（H16）  
平成16年も平成14年と同様に地域格差あり  

蚕
神
髄
胆
悪
饉
樽
コ
吏
嶋
Y
中
ロ
Y
 
 

／田壷院期仰0年以上  

－
山
－
－
 
 

団在院期間5～10年  

■在院期間1～5年  

口在院期間6カ月～1年  

口在院期間3～6カ月  

白在院期間1～3カ月  

在院期間1ブ1月未満  

≡督望＝持崩≡鰐舘匿嘘世州∃硬田螺景叶献頗日照喘属染噌蛛賛礪桝明浜曹ヨヰ跨な≠堤璧♯匿増ヰ♯賀桝  
伸伽伽鵬ぺ停訪露豪亜峨＝匿振泰小楯ぜ∃罵ヨ舗♯刹ヨ津津鵬械裾野蛸噂叫咽ぜ《粥東朝昼理登壇鑑増せ  

資料：精神・障害保健課調   



（8）精神病床の平均在院日数の  

年次推移  

よ乍  

＿  

＿ユ 

資料：病院報告   



5 精神科赦免医 システム      ＝  

」 精神科救急の連絡を受けてからの流 
都道府県・  精神科救急  

連絡調整機関   精神科救急情報センター  精神科救急情報センター  
指定都市名   事業名  がない場合の窓口   24時間精神医療相談窓口  

精神科救急医療施設  精神科救急   
（開始時期）  医療圏域の数  受付晴間・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保〉   支援病院  
北海道  8   ・精神科病院協会  なし  精神保健福祉センター   
（川0－）  

平日   
道南  ・医師会  平日［8：4ら－け30】   

輪番制   
（保健所）   

73  t公立病院  

事業  道央（札幌一後志〉  
【道南】5病膀  

夜間・休日  
・精神科病院  

道央（空知）  
【道央（札幌・後志）】28病院  

保健所  
など   

道央（胆振・日高）  
（緊急連絡網）   【道央（空知）】18病院  

平日【8：45－17：30】  

道北  ・消防  
【道央（胆卦日高）】g病院  

＊24条通矧こついては、休日も含  
オホーツク  め24時間受付。  

【道北】8病院  

十勝  ・各圏域  
【オホーツク】3病院  

釧路・根室   精神科救急医療施設  
【十勝】2病院  

ほか  夜間［17：00－9：00］  
【釧路・根室】4病院  

（年1回）  休日［9：00－17：00】  
（各鹿域1床以上）  

士腰r12：00－17：001  
青森県   8  ＿■●  

呑   
平日のみ  

（H11－）  ・県精神科病院・診療   
輪番制  

（保健所）  

岨  ・圏域内の各医療  

事業   津軽  所協会  休日［9：00－17：00〕  
【青森】4病院  機関  

八戸  ・医師会  24時間精神医療相談窓口なし  
【津軽】2病院  ・県立病院   

西北五  
【八戸】6病院  

上十三  急医療システムにより関係機関に  
【西北五】2病院  

下北  ■県精神障害者家族会  
【上十三】4病院  

連合会  
【下北】1病院  

・県医療社会事業協会  
（各国域1床〉  

・県精神保健福祉協会  
・県保健所長会  
■県立精神保健福祉セ  
ンター  
・県警察本部  
・庁内関係詳  

○県内6保健所分（年2  
回）  

†医師会  
・参加精神科病院  
・消防署  
・警察署  
・家族会  

岩手県  4  ・県医師会  なし  各精神科救急医療施設  平日  
（H9－）   県北  ・精神科病院協会   ＊精神科救急情報センターは設置   夜間［17：00－9：00】  

基幹病院  
（保健所）  

4  協力病院（民間及  

事業   盛岡  ・県精欄神経科診療所  
各圏域1病院（1床）  

夜間・休日  
び公立精神科病  

岩手中部  各保健所に精神科救急医療端末  （緊急連絡網）   

院）18カ所  

県南  ・保健所長会  を設置し、空床管理を行っている。   
・消防長会  
・県家族会連合会  
・救急指定病院  
■県警  
など  
（生2r司）   

－
山
山
－
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5・榊科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの 平成棚日現在   

都道府県－  精神科救急  連絡調整機関   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター  
指定都市名  事業名  がない場合の窓口  精神科救急医療施設  精神科救急  支援病院  

（原始陪期）  医療圏域の数 空域名  24時間精神医療相談窓口  受付賠闇・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施設側   

宮城県  宮城県精神科救急   ・県医師会   宮城県立精神医療センター  平日のみ   ○休日昼間   27  休日昼間   
（H9－）  医療対策事業  ・県精神科病院協会  （県庁／保健所）  輪番制2病院く各l床）  

・県消防長会  通年夜間［17：00－22：00］  
蟄番病院が協要  

に応じて参加病院  
・県警本部  上記時間帯において精神医療相  ○通年夜間  に要輝  
■消防  談窓口あり  
など  

基幹病院  
宮城県立精神医療センター  

（不定期）   

通年夜間  
（1庄）  

秋田県  秋田県精神科救急   5   ・県医師会   秋田県精神科救急情報センター  平日のみ   輪番制  
（H12■－）  医療システム整備  （保健所）   軟田周辺8病暁（l床）  

事業   能代・鷹巣  休日【9：00－1㍗00］  

秋田周辺  24時間精神医療相談窓口なし  基幹病院  
本荘・由利  【鹿角・大館】（1床）  

県南   ・県立病旋  【能代・鷹巣】（】床）  

・精神保健福祉セン  【本荘・由利】（1氏）  

ター  【県南】（1床）  

（年2匡l）   

■全県拠点病院（県立病院）  
と合併症拠点病院（5病院）を  
設置   

山形県  山形県精神科応急   2   ・医療関係者   なし   当番精神科救急医療施設   平日   輪番制   8  指定病院など   
（H2－）  移送医療事業   村山置賜  24時間385日対応  （保健所）  【村山置賜】4病院（l床）  

最上庄内   夜間・休日  【最上庄内】2病院（1床）   

・保健所  保健所（全4保健所）  く緊急連絡網）  

など  24時間3郎日対応  
（年1回）  ＊ただし夜間は連絡網（警備会社  

から保健所の担当者にオンコール）  

福島県  福島県精神科救急   4   ・県医師会   なし   による．                   各当番病院   原則平日日中のみ  輪番制   35  ・県立病院   
（H10■－）  医療体制整借手葉   県北   一県糟欄科病院協会  平日夜間い7：00－8：30】   （保健所）   【県北】！蛎焼（1床）  

・福島医科大学  休日【8：30－8：30】  

■福島医科大学附  
県中  【県申】8病院（1床）  

浜通り  ＊当番病院の当番表は4半期ごと  【浜通り】ほ病院（1床）  

尻癖陵   

会津  ■県警  に保健所、警察、消防等に周知。  【会津】6病院（1毘）  

・消防  
・家族会  
・保健所  
など  
（生1画）  

茨城県  茨城県精神科救急   3   ・県医師会   精神保健福祉センター   ・県立友部病院   平日のみ   ○別条億相   27  指定病院など   
（H8■－）  医療体制及び県が  水戸・日立  ・県精神科病院協会  平日夜間い7：00－21：00］   ・民間精神科病院   （精欄保健福祉セン  県立友部病院（5床）  

行う医療保護入院  霞ケ浦・鹿行  ・県警   休日［8：30－17：00】   など   ター）  

整備事業   つくば・県西  ・保健所  24時間精神医療相談窓口なし  ＊一般の方からの個々の連絡に  ○一般救急医無根談  
‘精神保健福祉セン  対応．   輪番制  
ター  土・日・祝日  
など  【水声・日立】9病薩（順）  

（年3回）  【霞ケ浦・鹿行】11病院（1床）  

【つくば・県西】7病院（1床）  

平日夜間  

一
山
か
－
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5牒神科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの流 平成，時2月，日現在  

都道府県・   精神科救急   連絡調整機関   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター   

事業名  
がない場合の窓口  移送体制   精神科救急医療施設  精神科救急  支援病院   

（開始時期）  
医療圏域の数 圏域名  （年間開催回数）  24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施設数   

栃木県  栃木県精神科救急   ・県医師会   県立岡本台病院  なし   基幹病院   26  県内精神科病院   
（H12～）  医療システム  ・県精神衛生協会（総合  県立岡本台病院（3床）  

病院、大学病院含む）  

・県警  ＊第1次的に県立岡本台病  
t県消防長会  院で受け入れた後、一定期  
・保健所  間（1週間－け月）後に輪番  

・精神保健福祉セン  制による後方病院（25病院）へ  
ター  移院。   
など   

群馬県  群馬県精神科救急   ・県医師会   群馬県こころの健康センター  なし   輪番制   13  精神科協力病院   
（H8－）   医療システム整備  ・日精協  平日・休日［8：30－】7：15】  夜間2病院（2床）  

事業  ・県警  夜間［け：15－8：30】  休日2病院（2露）  
・群馬大学  24時間精神医療相談窓口なし  （基幹病院含む）  

・保健所  石製幹病院は土曜日を休日  
・こころの健康センター  とし、輪番病院は土曜日を平  
（年2匝Ⅰ）  臼とする∧   

埼玉県  埼玉県精神科救急   2   ・県精神科病院協会  埼玉県立精神保健福祉センター  なし   輪番制   40  ・埼玉医科大学附   
くH8－）   医療システム整備   第1 ・県診療所協会   平日・休日【8：30－1了：00】  【封】【第2】  

夜間い7：00－8：30】  0夜間  
属病院  

事業   第2   ・県警  ・県立精神医療セ  
・消防  24時間精神医療相談窓口あり  柑病院から2病院（各1床）  ンター   
・保健所  ○休日  
・埼玉医科大学病院  15病院から2病院く各2床）  

■県立精神医療セン  ■後方支援2病院。  
ター  
（年5回）  輪番診療所  

全県で28診療所から1カ所  
■平目布Wd）み∧  

千葉県  千葉県精神科救急   4   ・県精神科病院   県立病院  平日のみ   輪番制   30  なし   

（H10′－）  医療システム事業   西  ・精神科病院  平日夜間［17：00－8：30】  （保健所）   【酉】8病院（1床）  

東  ・県医師会  休日【8：3D－8：30】  【某】¢病院（1床）  

中央  ・千葉市  24時間精神医療相談窓口なし  【中央】7病院（1床〉  

南  ・消防  【甫】7病院（1床）  

など  
（年1回）  基幹病院  

3病院（各1床）  

東京都  東京都精神科救急   2  ・東京精神科病院協会  東京精神科救急医療情報センター  68  ・国立・都立病院   
（H了－）  医療システム整備   多摩   ・東京精神神経科診療  平日［17：00－g：00】  （保健所）   都立哺院（各4床）  

区部   所協会  土曜・休日【9：00－9：00】  ＊後方支援54病院。  
・東京精神科病院  

事業  
・メンタルケア協誰会  

協会の病院  

（年1回）  輪番制  
・東京精神神経科  
診療所協会の診療  

○初期  所   
民間．幻病院から2病院  
診療所29診療所から1カ所  
0ニ次  
民間33病院から2病院  
多摩（1床卜区部（2床）  

■民間病院は初期と二次を  
廿T■童抽＿  

－
山
u
－
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5■榊科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの流 平成1抑。現在  

都道府県・   精神科救急   連絡調整機関   精神科救急情報センター   
精神科救急情報センター   

がない場合の窓口  
移送体制   

指定都市名  事業名  
精神科救急医療施設  精神科救急  支援病院  

医療圏域の数 圏域名  （年間開催回数）  
24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施設数   

（開始時期）  

神奈川県  精神科救急医療対   ■県医師会   「神奈川県総合医療会館」内に設  なし   ○土曜・休日昼間   65  ・民間精神科病院   

（H7－）  乗手美  ・県精神科病院協会  輪番制  ・国公立精神科病  
・県診療所協会  （神奈川県・横浜市川l崎市の協調  41病院から4病院（各l床）  院  
・横浜市  体制で運営）  ○平日夜間・土曜・休日  ・民間診療所   
・川崎市  （警察官通報の窓口は県精神保健  基幹病院  
など  福祉センター内）  3病院（3床）  

（年1回）   平日［17：00－22：00】  1病院（12床）  

土日〔8：30－8：30］  1病院（2氏〉  

祝日［8：30－22：∞】  ○平日夜間い7：00－22：00］  

土日のみ2ヰ時間精神医療相談窓  準基幹病院（輪番制）  

ロあり  19病院くl床）  

●準基幹病院は精神科初期  
救急医療施設としての機能を  

新潟県  新潟県精神科救急   5   ・県精神科病院協会  保健所兼務   各当番病院   平日のみ   体酔＿                     輪番制   27  寓域内の精神科病   

（H9－）  医療システム運営   県北   ・新潟大学   平日［8：30－17：15］   休日昼間［9：00－17：00】   （県庁／保健所）  ○休日昼間  院  

事業   新潟・佐渡  夜間［17：00－9：00】  【県北】4病院（1床）  

県央   ・県警   県庁主管課兼務  ＊当番病院の当番表は県のホー  【新潟・佐渡】9病院（1床）  

魚沼  ・県消防長会  平日【17：15－8：30】  ムページに掲載。保健所、警察、  【県央】4病院（1床）  

消防にも周知。  【魚沼】3病院（1床）  上越  
・県立病院 ・保健所  24時間精神医療相談窓口なし  【上越】7病院（1床）  

など  ○夜間  
（生1画）  全県10癌陸rl庄）   

富山県  富山県精神科救急   2   ・県精神科病院協会  平日昼間  輪番制   28  当番病院が必要に   

（HlO－）  医療体制整備事業   東部  ・日精協県支部  富山県精神保健福祉協会へ委託  【東部】14病院（l床）  応じ転院先を確保  

西部  ・県警  【西部】15病院（1床）  する。   
・消防  夜間・休日昼間  ■両圏域を兼ねる病院がl病  

など  救急当番病院に委託  院。  

く年1回）  

24陪闇精神医療相言炎東口あり  

石川県  石川県精神科救急   3   ・県医師会   なし   各当番病院   平日のみ   輪番制   15  精神科協力病院   

（HlO■－）  医療システム整備   南加賀  ・県精神科病院協会  休日【9：00－17：∞］   （県庁／保健所）  休日  

事業   石川中央  ・消防  （金曜夜間1病院）   夜間■休日   【南加賀】3病院（1床）  

河北都以北地区  ・県警  ＊専用電話でその日の当番病院を  

など  案内するようになっている。保健  【河北都以北地区】  

（年1回）  所、警察、消防には年度初めに当  3病院（1床）  

孝義を周知。県ホームページに掲  
載。  基幹病床  

夜間  
県立病院  県立高松病院（1床）  
休日【9：∞－1丁：00】  ＊輪番病院でもある。  
諒闇r17：00－9！001   ＊令膠日1．   

－
山
n
－
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5・精神科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの流 平成脚。現在   

都道府県・  精神科救急  
連絡調整機瀾   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター  

指定都市名  事業名  がない場合の窓口  移送体制   精神科救急医療施設  精神科救急  支援病院  

（開始時期）  医療圏域の数 圏域名  24時間精神医療相談窓口  受付晴間・スタッフ等  時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施設数   

福井県  福井県精神科救急   2   ・県精神科病院協会  なし   各当番病院   平日のみ   輪番制   10  なし   
（H‖－）  システム整備事業   嶺南  ・県警  休日［9：00－17：00〕  （保健所）   【嶺南】3病院（順以上）  

嶺北  ・県立病院  夜間【17：00－9：00］  【嶺北】7病院（1床以上）   

・保健所  ＊当番病院の当番表は県のホー  
・県消防  ムページに掲載。保健所、警察、  
・県医師会  消肪には年間の当番表を周知。  
など  
（年2回）  各保健所  

＊時間外に保健所に電話すると、  

保健所所有の携帯電話の番号が  
るようになっている■  

山梨県  山梨県精神科救急   妾内き 平日のみ   輪番制   10  ・精神科協力病院   
（HlO～）  医療事業  ・県精神科医会  平日夜間い7：15－21：15］  （保健所）   県立病院＋民間9病院  

休日［11：00－19：30】  
・県立北病院   

・県警察本部  （1床）  

・県消防長会  24時間精神医療相談窓口なし  

・県医療社会事業協会  
・日本精神科看護技術  
協会山梨支部  
・県精神障害者家族会  
連合会  
・保健所  
（生1同）  

長野県  精神科救急医療整   3   ・県精神科病院協会  なし   保健所   平日のみ   輪番制   
平日［8：30－17：15］  

12  地域の精神家病院   
（H9～）  備事業   東北信  （保健所）   【東北信】6病院（1床）  

中信  ・県警  ＊平日夜間及び休日等について  【中信】5病院（1床〉  

南信   ・消防  は、緊急連絡網（主に2ヰ条通報の  

・保健所  場合、警察から合同庁舎の守衛室  基幹病院  
など  を通じて県担当者に連絡が入る。）  

により対応∧  
【南信】（1床）   

（年1回）  

岐阜県  岐阜県精神科救急   2   ・県医師会   知事が指定した5病院で輪番制  なし   輪番制   13  精神科救急医療施  
（H9～〉  医療システム整備  岐阜・西濃  ■県精神科病院協会  24時間365日対応  【岐阜・西濃】8病院（1床）  投  

事業   中濃・東濃・飛辞  （不定期）   24時間精神医療相談窓口あり  【中濃・東濃・飛騨】  
5病院（1床）   

静岡県  静岡県精神科救急   3   ・県精神科病院協会  県立こころの医療センター  平日   【東部】   9  ■指定病院   
（H了～）  医療システム整備   東部   ・県精神科診療所協会  平日・土曜・休日［8：30－8：30］  く保健所）   基幹病院（1床）  ・かかりつけ医療  

事業   中部  ・県医師会  24時間精神医療相談窓口あり  夜間一休日  輪番病院1病院（1床）  機関  
西部  ・精神科救急医療施設  （緊急連絡網）  ・県立こころの医療  

・精神保健福祉連合会  【中部】  センター   
・消防長会  基幹病院（1床）  

・県警察本部  輪番病院3病院（1床）  
・保健所長会  
・県医療室  【西部】  
■精神保健福祉セン  基幹病院（1床）  

ター  輪番病院2病院（l床）  
など  
（年3－4固）  

－
山
り
－
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5・榊科救急医療システム整備事業実施状況 

平成㈲1。現在  

都道府県・  精神科救急  
連絡調整機関   精神科救急情報センター   

精神科救急情報センター  
指定都市名  がない場合の窓口  

医療圏域の数 凰域名  
精神科救急医療施設  精神科救急   

（開始時期）   
24時間精神医療相談窓口  受付時間■スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   支援病院  

愛知県  一愛知県精神科救急 3  ；県医師会  愛知県精神科救急情報センター 輪番制  Jp  ■・県精神科病院協 
（H8～）  医療対策事業   尾張A  ・県精神科病院協会  （県精神科病院協会に委託）  【尾張A】川病院（1床）  会会見病院  

尾張B  【尾張B】12病院（1床）  ・国立病院機構東  
三河   円 コT  24時間精神医療相談窓口あり  【三河】12病院（1床）  尾張病院   

・国立病院（精神科）  夜間【17：00ー9：∞〕  

・県書  休日【9：∞－17：00】  

・保健所  土曜【ほ：00－17：00］  

など  ■後方支援として県立病院  
（生1珂）   が365【］対応r3庄）  

三重県  三重県精神科救急   2   なし   輪番制   13  ・県立こころの医療   
（H10－）  医療システム運用   北部  に委託  【北部】8病院（1床）  センター  

事業   中南部  24時間365日対応  【中南部】5病院（1床）  個立病院機構榊  
24時間精神医療相談窓口あり  ＊各圏域に1病院ずつ基幹  原病院   

病院（1床）があり、他の病院  

が当番の場合は後方支援を  
行う。  

滋賀県  滋賀県精神科救急   3   ・精神科病院協会  各圏域ごとに3当番病院  輪番制   10  指定病院など   
（H9・－）  医療システム   大津・湖西  【大津・湖西】3病院（2床）  

東近江・甲賀・湖南  24時間精神医療相談窓口なし  【兼近江・甲賀・湖南】  
湖北・湖東   3病院（2床）  

・滋賀医科大学  【湖北・湖東】3病院（2床）  

・県警  
・県消防長会  基幹病院  
・保健所  県立精神医療センター  
・県立精神医療セン  （2床）   

ター  
など  
（年4回）   

京都府  京都府精神科救急   2   ・医師会   【北部】  基幹病院   2  ・各指定病院   
（H13－）  医療システム   北部  ・書察  独立行政法人国立病院機構舞鶴  （保健所／分室）  【北部】  ・指定外病院   

南部  ・消防  医療センター  独立行政法人国立病院機構  
・大学病院  24時間365日対応  舞せ医療センター  
・府、市  24時間精神医療相談窓口あリ  【南部】  
・診療所協会  府立洛南病院（1床）  

など  【南部】  ＊後方支操として京都医大  

（各部域年1回）  南部救急情報センター  病院で宰床順確保。  
平日【17：00－8：00］  

大阪府  大阪府精神科救急   8   ・大阪精神科病院協会   輪番制   18  ・協力病院   
（H7～〉  医療体制整備事業   豊能  ・大阪精神科診療所協   圏域にとらわれず、状況に応  ・府立精神医療セ  

三島  コ：F  平日夜間【17：00－9：00〕  じて可能な病院が当番病院  ンター   
北河内  休日［9：00－9：00】  となる。（県で10床）  

中河内  24時間精神医療相談窓口あり  

南河内  
堺  
泉州  
阪市  

－
山
∞
－
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5・精神科救急医療システム銅事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの   平成脚。現在   

都道府県・  精神科救急  
連絡調整機関   精神科救急情報センター   

精神科救急情報センター  
指定都市名  事業名  がない場合の窓口  移送体制   精神科劇急医療施設  精神科救急  支緩病院  

（開始時期）  医療圏域の数 圏域名  24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等  時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施投敬   

兵庫県  兵庫県精神科救急   5   ・県医師会   県精神病院協会に委託  平日のみ   輪番制   37  当番病院以外の挿   
（H6．10－）  医療体制運営事業  阪神・神戸  ・県精神科病院協会  平日【17：00－9：00】  （県庁／健康福祉事  【阪神・神戸】17病院（1床）  神科救急医僚施設  

播磨  ・大学病院  休日【9ニ00－9：00］  務所）   【播磨】14病院（1床）  

但馬  ・県立・公立病院  
丹波  ・神戸市  協力病院制  
淡路  ・県書  【但馬、丹波、淡路】6病院  

・消防  ＊空床確保義輝はない。   
・保健所長会  
など  
（年2回）  

奈良県  奈良県精神科救急   ・精神科病院協会  県立医科大学附属病院  平日のみ   輪番制   8  ・県立医科大学附   
（H12～）  医療システム事業  ・県立医科大学  24時間365日対応  （保健所）   8病院（l床）  属病院   

・開業医  24時間精神医療相談窓口あリ  ＊2ヰ条通報のみ県立医大（l  
■警察  床）  

・消防  
・稚神保健福祉セン  
ター  
・保健所  
・家族会  
（年1回）  

和歌山県  和歌山県精神科救   3   ・県医師会   なし   ・基本的には各精神科救急医療施  平日のみ   輪番制   血  県内の精神病床を   
（州0－）  急医療システム整   紀北   ・県精神科病院協会  設が対応。（県のホームページに当  （県庁／保健所〉  【紀北】  有する全病院（13  

備事業   紀中  ・県消防長会  番病院が掲載されている。また、関  民間5病院【月一金夜間］  病院）   

紀南  ・県保健所長会  係各機関には年間当番病院表が  （1床）  

・県精神医学ソーシヤ  配布されている。）  

ルワーカー協会  基幹病院  
■県救急医療情報セン  ・県救急医療情報センターが当番  【紀中】  
ター  病院を紹介。  県立病院【365日】（1床）  

・各精神科救急医療施  ＊休日は紀北をカバー  

設  【紀南】  
・応急入院指定病院  公立病院［365日】（1床）  

・中核市保健所  
・県下本部  
・消防保安課  
・医務課  
・県精神保健福祉セン  
ター  
（年1回）  

鳥取県  鳥取県精神科救急   3   ■病院   なし   基幹病院   平日のみ   基幹病院   
24時間365日対応  

d  指定病院   
（H14．1～）  東部  ・地区医師会  （保健所）   【中部】（l床）  

中部  ・書察  
西部  ・消防  当番病院  輪番制  

・保健所  休日・夜間  【東部】2病院（1床）  

【西拙細（一軒 

∵
肥
配
卜
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5・榊科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの 

平成1晰日現在   
都道府県・  精神科救急  

連絡網整機関   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター  
指定都市名   事業名  

医療圏域の数  がない場合の窓口   精神科救急医療施股  精神科救急  支援病院   
（開始時期）  24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施投数   
島裾県  ・精神科救急医療施設  県立湖陵病院  
（Hll－）   松江  ・消防署   夜間［17：15－8：30】  

12  ・県立湖南病院  

出雲  ・書察署  休日［8：30－8：30】  

【松江】8病院（1床）  ・公立精神科病院  

県央  ・市町村  
【出辛】3病院（1床）  ■指定病院   

浜田  ・家族会  保健所（7カ所）  

益田  ・社会復帰施設  平日昼間［8：30－17：15］  
基幹病院  

箋南  など  
【県央】（1床）  

【浜田】（1床）  

隠岐  （各際域年1回）  24時間精神医療相談窓口あり  
【益田】（1床）  

岡山県  
（HlO～）   

山  ・県立岡山病院  

事業   平日〔18：00－24：00］  
・指定民間病院  

休日い0：00－24：00］  

24時間精神医療相談窓口あり  

基幹病院  
【全県】（1床）  

広島県  
（H8～）   医療システム整備  5  なし   

事業   東部   ・県診療所協会  24時間精神医療相談窓口あり  
【東部】3病院（1床）  

・広島大学医学部  
・県書  

基幹嘱院  

・消防  
【西部】（1床）  

・精神保健福祉セン  り病僑が東西2蘭域の後方  
ター  
など  

支援（1床）  

（年1回）   

山口県  山口県R神科救急   3   科 院協会  県立こころの医療センター  平日   
東部   

輪番制   26  なし   
（川2－）  医療システム事業  ・県診療所協会   2ヰ時間365日対応  （保健所）   

中部  ・大学  
【東部】8病院（1床）  

24時間精神医療相談窓口あリ  夜間・休日  
西部  ・県立病院  

【中部】12病院（1床）  

（緊急連絡網）   【西部】6病院（1床）   
・芋察  
・消防  
・精神保健福祉セン  
ター  
など  
（年2匡l）  

徳島県  徳島県精神科救急   3   各当番病院   なし   
東部   

輪番制   
（HlO－）  

14  

西部  夜間［17：00－9：00］  
【東部】  

・精神科病院協会  なし   夜間・休日8廟偏（1床）  

【西部】  
平日夜間4病院（1床）  

【南部】  
夜間（月・水・太）2病陳（1   
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5・榊科救急医療システム銅事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの流 

平成卿。現在   

都道府県・  精神科救急  連絡網整機瀾   精神科救急情報センター   
精神科救急情報センター  

指定都市名  事業名  がない場合の窓口  移送体制   精神科救急医療施投  精神科救急  

（開始時期）  
医療圏域の数 圏域名  24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等  時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施投数   

香川県  香川県精神科救急   2   ・県医師会   県立病院   平日のみ   輪番制   13  県立病院   
（H16，7－）  医療システム整備  高松大jli  ・県精神科病院協会  夜間【17：00－8：30j  （保健所）   【高松大川】5病院（1床）  

事業   申請三豊  ・精神科診療所  24時間精神医療相談窓口なし  【申請三豊】8病院（1床）   

・県警  
・消防  
・保健所  
・県立病院  
・精神保健福祉セン  
ター  
など  
（年1回）  

愛媛県  愛媛県精神科救急   ・精神科病院   精神科救急医療情報センター  平日のみ   輪番制   7  里香病院以外の持   
（H13－）  医療システム整備  ・学識経験者  平日昼間［17：00－22：00］  く保健所）   7病院（1床）  神科救急医療施設   

事業  ・家族代表者  休日等［9：00－1㍗00］  

・警察  24時間精神医療相談窓口なし  
■消防  
など  
（不定期）  

高知県  高知県精神科救急   ・精神科救急医療施設  なし   ・救急医療情報センターで当番病  平日のみ   輪番制   7  県立精神科病院   
（H7－）  医療事業  ・県医師会  院を紹介  （保健所）   土曜休日う病院（1床）  

・救急医療情報セン  
ター  ・各当番病院  基幹病院  
・高知大学  平日夜間【17：00－9：00］  平日夜間（1床）   

・県立精神科病院  土曜［12：00－9：00】  

一高知市消防局  休日［9：00－9：00］  

・県￥  
く年1回）  

福岡県  福岡県精神科救急   4   ・学識経験者   県医師会に委託  なし   輪番制   78  ・県立病院   
（HlO－）  医療システム事業   福岡  ・県医師会  夜間［17：00－9：00］  【福岡】28病院（1床）  ・指定病院   

北九州  ＊休日夜間は2病院（2床）  

筑豊  ■大学病院  24時間精神医療相談窓口なし  【北九州】1T病院（1床）  

筑後  ・国立病院  【筑豊】9病院（1床）  

・芋察  【筑後】糾病院（1床）  

・消防  
ー保健所  
・精神保健福祉セン  
ター  
・県立病院  
・政令指定都市  
（年4回）  

佐賀県  佐賀県精神科救急   3   なし   精神保健福祉センター  平日のみ   輪番制   田  ・佐賀大学医学部   
（H9■－）  医療システム事業  佐賀東部  日曜・祝日、年末年始  （保健所）   【佐賀東部：8病院（1床）  附属病院  

唐津伊万里  ［9：00－17：00】  【唐津伊万里】5病院（1床）  ・県立病院好生館   
多久杵森  24時間精神医療相言炎窓白なし  久拝藤：4病院（1床）  

－
か
｝
－
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5・精神科救急医療システ娼借手業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの流 平成1時2月，。現在   

都道府県・  精神科救急  
連絡調整機関   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター  

指定都市名  事業名  
医療圏域の数 圏域名  

がない場合の窓口  移送体制   精神科救急医療施投  精神科救急  支援病院  
24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等  時間帯く窓口）   （空床確保）   医療施設数   

始）  6   t県医師会   県立精神医療センター  平日のみ   輪番制   38  ・県立精神医療セ   
（州1－）  医療システム整備  長崎・西彼  ・県精欄科病院協会  24時間385日対応  （保健所）   【長崎・西彼】11病院（1床）  ンター  

事業   佐世保一北松  24時間精神医療相談窓口あり  【佐世保・北松】8病院（1床）  

県央・県南  
・国立病院機構長  

【県央・県南】15病院（1床）  崎医療センター  
【五島】1病院（1床）  

五島 壱岐  ・消防 ・県立精神医療セン  
・長崎大学医学部  

【壱岐】2病院（l床）  

対馬   クー  
歯学部付属病院   

【対馬】1病院（1床）  

・県精神保健センター  
■離島精欄科医療機関  
代表  
（年1回）  

熊本県  熊本県精神科救急   2   ・県医師会   なし   各当番病蘭   平日のみ   輪番制   40  ・県立こころの医療   
（H9－）  医療システム整備   北部   ・病院協会  夜間〔17：00－9：00〕   （県庁／保健所）  0夜間  センター  

事業   南部   ・熊本大学病院  休日昼間【9：00－17：00】  【全県】40病院（1床）  

・国立病院機構  土曜昼間【ほ：00－17：00】  
・国立病院機構熊  

○休日  本医療センター  
・県書  ＊当番病院の当番表は、2ケ月分  【北部】17病院（1床）  ・国立病院機構菊  
・保健所  を1ケ月掛こ保健所、県警、消防に  【南部】23病院（†床）  池病院  
・消防  周知。  ■熊本大学医学部  
など  附属病院   
（生11司）  

大分県  大分県精神科救急   2   ■大分大学医学部  精神保健福祉センター  なし 輪番制   22  当番病院以外の掃   
（川1－）  医療システム整備   県北   ・県精神科病院協会  平日夜間い7：00－21：00】  ○平日夜間  神科救急医療施投  

事業   県南   ・県精神神眉科診療所  【全県】22病院（1床）  

協会  24時間精神医療相談窓口なし  ○休日  
・保健所  【県北】10病院（1床）  

など  【県南】12病院（1床）   

（年2匡l）   

宮崎県  宮崎県精神科救急   3   ・県医師会   なし   当番病院   平日のみ   輪番制   21   病院間で協雄   
（H9～）  医療システム整備   県北   ・精神科病院協会  休日（日曜・祝日・年末年始のみ）  （保健所）   【県央】9病院（1床）  合併症等の場合は  

事業   県央  ・精神神腰科診療所協  【9：00－9：00］  【県北】8病院（1床）  一般救急システ  
県西南   会  【県西南】6病院（1床）  ム、国公立病院   

・宮崎大学医学部  
・県警本部  
など  
（生1回）  

鹿児島県  鹿児島県精神科赦   4   ・県精神科病院協会  県立病院  なし   輪番制   ヰ3  なし   
（H8～）  急医療体制整備事  日・祝祭日、年末年始  （ただし、相談窓口と  【鹿児島】1ヰ病院（1床）  

美   南薩   ・鹿児島大学   【9：00－24：00】  して県庁及び保健  【北薩】8病院（1床）  
北薩  ・県消防長会  24時間精神医療相談窓口なし  所）   【南薩】10病院（1床）  

姶良・大隈   ・県書察本部  【姶良・大隈】11病院（1床）   

・県保健所長  
など  
年1Ⅰ司）  

ー
ふ
N
－
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5・精神科救急医療システム整備事業実施状況 
精神科救急の連絡を受けてからの塑† 平成一醐現在   

都道府県・   精神科救急   連絡銅整機関   精神科救急情報センター   精神科救急情報センター   
指定都市名  事業名  がない場合の窓口  移送体制   精神科救急医療施拉  精神科救急  支援病院  

（開始時期）  
医療圏域の数 臨域名  （年間開催回数）   24時間精神医療相談窓口  受付時間・スタッフ等   時間帯（窓口）   （空床確保）   医療施段数   

沖縄県  沖縄県精神科救急   4   ・県医師会   総合精神保健福祉センター  平日のみ   輪番制   19  ・県立病院   
（HlO～）  医療システム事業   北   ・県精神科病院協会  （沖縄県精神障害者福祉会連合会  （保健所）   【北】8病院（1床）  ・連携病院（一般病  

南   ・外来精神医会   こ委託）  【甫】9病院（1床）  院）  

宮古  ・県精神障害者福祉会  【宮古】1病院（1床）  ・かかりつけ病院   
八重山   連合会  休日［g：00一9：00〕  【八重山】1病院（1床）  

一消防防災課  24時間精神医療相談窓口なし  ＊休日夜間lま北・商圏域合  

・警察本部  わせて1県立病院（1床）  

・公立病院  
・保健所  
など  
（年1回）   

札幌市  北海道と共同実施  道のシステムとは別  平日のみ  なし   
■道内8圏域の  に、市内機関の調整の  （保健センター）  

内、道央（札幌）プ  ため以下の機関と会議  
ロック札幌貌サブ  を行っている。  夜間い丁：00－9：00】  

ブロックとして、札  ・市精神科医会  休日【g：00－9：00】  

幌市は精神科救急  ・道精神科診療所協会  
情報センターを運  ・精神保健福祉セン  
用。  ター  

（年2回）   

仙台市  宮城県と共同実施  平日のみ  

（保健所）  

なし  
さいたま市  埼玉県と共同実施                  千葉市  千葉県と共同実施  平日のみ  

横浜市  神奈川県川l崎市  
と共同実施  （保健センター）  

Jtl崎市  神奈川県・横浜市  なし  

と共同実施  
静岡市  静岡県と共同実施  原則平日日中のみ  

（市庁／保健所）  

名古屋市  愛知県と共同実施  平日のみ  
（市庁／保健所）  

京都市  京都府と共同案施  各保健所  平日・休日昼間  10  指定病院など   

（京都市府南部〉  平日【8：30－17：00］  （精神保健福髄セン  

ター／保健所）   

精神医療相談窓口あり  

大阪市  大阪府と共同実施  平日のみ  

く精神保健福祉セン  
ー 

堺市   大阪府と共同実施  平日のみ  

（市庁）  

神戸市  兵庫県と共同実施  平日のみ  

（保健センター）  

広島市  広島県と共同実施  平日のみ  
所）  

北九州市  福岡県と共同実施  なし  
手芸同県と共同実施  なし  

福岡市                    資料：精神・宰保健課調  

注）都道府県と共同実施している指定都市については、市独′自の事項のみ記載。   

－
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1．平成17年度精神保健福祉センター事業実績  

（1）一般事業  
技術援助  相 談 事 菓   調査研究  

都道府県等   技術指導   課鳶員数  備  考  
回  数  回  数  回  数  参加人数  案 件 数  延 件数  延 件数   

北 海道   96   9   95   1，020   316   780   2  

青 森 県   17   3   6   99   58   2＄2   4  

岩 手 県   190   13   90   2，470   178   422   4  

宮 城 県   2  267   969   5  

秋 田 県   92   2   64   15   22   
山 形 県   46   29  62   308   
福 島 県   210   8   8   49   86   148   
茨 城 県   175   42   10   331   345   1，970   3  

栃 木 県   114   14   ヰ6   3¢2   296   1，523   
群 馬 県   32   21   9   り20   192   325   15  

埼 玉 県   3．080   31   81   7，118   6．939   7．128   2  

千 葉 県   5．770   58   114   2，291   5．422   5．667   7  

東 京 都   4，275   26   49   1，43（；   800   3．524   23  
神奈川県   541   20   27   4，167   1，586   3．219   13  
新 潟 県   38   19   8   390   73   ヰ31   5  

富 山 県   328   10   35   1，826   321   3，746   4  

石 川 県   18g   25   1，090   73   299   
福 井 県   9   30   5   383   15   72   

山 梨 県   162   38   16   ヰ78   29   152   5  

長 野 県   408   67   丁2   3．568   626   2，165   6  

岐 阜 県   73   9  ヰ5   97  
静 岡 県   74  19   1，377   62   109   8  

愛 知 県   270   33   19   736   729   1．307   9  

三 重 県   278   40   37   2，927   100   163   
滋賀 県   80   10   9   159   279   1．053   
京 都 府   59   18   10   85   113   351   
大 阪 府   87   47   245   4，366   234  16，899   15  
兵 庫 県   694   7   54   2，500   2．030   2．275   3  

奈 良 県   17   2   552   230   456  
和歌山県   121   7   60   50   55  
鳥 取 県   144   18   813   533   2，柑8   

島 根．県   37   5   3丁   21   62  
岡 山 県   71   7   318   396   4，933   5  

広 島 県   220   82   56   2，312   490   6．644   7  

止lロ 県   139   7   18   478   99   779   3  

徳 島 県   118   145   753  
香 川 県   37   9   72   95   1．008   3  

・愛 媛 県   116   7   12   640   74   308  
高 知 県   108   7   119   15   21   
福 岡 県   155   19   42   3，1ヰ2   2．514   2．670   3  

佐 賀 県   141   12   12   353   272   274  
長 崎 県   113   2   14   2．560   82   106   3  

熊 本 県   427   6   ＄   41   260   900  
大 分 県   15   12   6   736   1．033   1．717   
宮 崎 県   1，226   10   53   2  

鹿児島県   8   6  433   767  
沖 縄県   63   12  丁4   9丁  

札 幌 市   443   38   52   1．220   2，424   3．112   12  
仙 台 市   281   2   474   61   219   26  
さいたま市   260   18   150   154   558   3  

千 葉 市   9   7   22   799   652   842  
横 浜 市   130   38   23   613   56   133   5  

川 崎 市   155   7   5   581   176   766  
静 岡 市   62   18   1．135   526   1，390   2  

名古屋市   109   77   14   1，080   724   863  
京 都 市   42   24   45   200   17   75   3  

大 阪 市   471   54   25   1．243   36   3（；  

神 戸 市   23   12   30   1，900   332   2，46（S  

広 島 市   156   21  1．221   1，974   9  

北九州市   44   21   

市   

2   210   20   20   4  

21   

計   

7  236   346  
22，871   1，147   1，538t  62，250   34，750  91，9771  245  

（東京都内訳）  
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（2）特定相談事業（思春期）  

技術援助  相 談 事 業  
都道府県等   技術指導   備  考  

回  数  回  数  回  数  参加人数  実 件 数  延 件 数   

北 海 道   12  42   106  
青 森 県   6   9   69   27   87  

岩 手 県  3  5   10  

宮 城 県   48   76   373  
秋 田 県   15   3   15   457   4l  
山 形 県   12   3  78   962  
福 島 県   12   9   9  

茨 城 県   7  343   83   356  

栃 木 県   9   3   2   64   76   295  
群 馬 県  5   657   64   114  

埼 玉 県   56   2   27   372   36   135  
千 葉 県   105   2   152   t92   2！‖  

東 京 都   531   27   6   398   425   2，471  
神奈川県   14   3   ヰ   110   121   132  
新 潟 県   4   3   26   122   28   49  

富 山 県   36   4   2   230   84   1．167  
石 川 県   12   2   80   62   525  
福 井 県   3   2   192   97   394  
山 梨 県   199   5  105   719  

長 野 県   160   15   200   124   883  

岐 阜 県  
静 岡 県   19   3   22   262   105   588  

愛 知 県   12   78   90   133  
三 重 県  2   3   72   167  

滋 賀 県   18   6   36   269   361   655  

京 都 府   7  16   41  

大 阪 府   6   10  508   4．707  

兵 庫 県   67   33   515   150   589  

奈 良 県   16   16  

和歌山県   17  67   46   72  
鳥 取 県   95  21   563   203   1，143  

島 根 県   5   8   8  

岡 山 県   43   5   2   90   56   389  

広 島 県   8   13   12   66   48   286  

山 口 県   12  64   13   170  

徳 島 県   78   113   541  

香 川 県   30  了3   621  

愛 媛 県  104   898  

高 知 県   43   8   5   33   24   72  

福 岡 県   28   8   7   1．580   412   514  

佐 賀 県   86   2   2   202   70   299  

長 崎 県   4   372   4   5  

熊 本 県   18   102   227  

大 分 県   12  3   74   77   145  

宮 崎 県   9  2   163   13   13  

鹿児島県   7   2   5   58   168   191  

沖 縄 県   4   209   35   35  

札 幌 市   6   3  438   477  

仙 台 市   9   3   3   213   80   686  

さいたま市   32   23   116   53   367  

干 葉 市  50   71   103  

横 浜 市   5   4   12   538   28   31  

川 崎 市 24  12   56   47   268  

静 岡 市   5   52  42  

名古屋市   14  16   58   59   94  

京 都 市   13   3   121   785   69   341  

大 阪 市   20  2   77   90   350  

神 戸 市  21   21  

広 島 市   17   2  233   248  

北九州市   9   5   4   159   4   4  

市  
計   2，031   169   456  10．218   5．825  24，666  

（東京都内訳）  

中  部   156   20   

多  摩   

264   108   501  
127   6   20   183   921  

東 区   248   4   114   134   1049  
資料：精神・障害保健課調  
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（3）特定相談事業（アルコール）  

技術援助  相 談 事 美  
都道府県等   技術指導   備  考  

回  数  回  数  回  数  参加人数  案 件数  延 件 数   
北 海 道   5   5   9  

青 森 県  3   3  

岩 手 県   38   10   52   30   69  

宮 城 県  17   23  

秋 田 県  94   5   6  

山 形 県  12    口   137   16   391  
福 島 県   2  7   7  

茨 城 県   3   2   29   32   36  
栃 木 県   2   18   20   429   26   41  

群 馬 県   5   50   74   167  
34   3   61   442   

埼 玉 県  
27   118  

1丁   12   12   462   200   311  
東 京 都   443   9   22   2，139   643   2771  
神奈川県   5   2   38   72   85  

新潟 県  
富 山 県   23   250   3   23  
石 川 県   4   200   7   9  

福 井 県  5   880   9   21  
山 梨 県   5  2   1，080   3   3  

長 野 県   30   12   106   34   295  
岐  県   5   21   21  
静 岡 県  9   25  
愛 知 県   2   5   2．043   19   19  
ニ 重 県   5  3   6  

滋 賀 県   20   48   964   41   69  
京 都 府   2   2   10   69   4   4  

大 阪 府   2   2   103   349   2326  
兵 庫 県   18   5   12   121   25   44  
奈 良 県  
和歌山県  

鳥 取 県  6  23  
島 根 県   12   4   2   313   
岡 山 県   2  2  

広 島 県   4   2   2   96   5   6  

山 口 県  7   80  
徳 島 県   43   2  14   46  
香 川 県   16   106   7   61  
愛 媛 県  10   10  
高 知 県  12   49   3   5  

福 岡 県   10   21   21   273   253   253  
佐 賀 県   18   2   4   408   
長 崎 県   8   179   2   

熊 本 県   
2  

3   5   12   83   18   31  
大 分 県   2   203   45   96  
宮 崎 県   10   57   7   7  

鹿児島県   14   13   108   88   91  
沖 縄 県  227   7   7  

札 幌 市  81   81  
仙 台 市   47   ヰ   1，202   47   797  
さいたま市   75   2   23   240   31   141  
千 葉 市  18   87   127  

横 浜 市  26   4   14   787   15   21  
川 崎 市   12  15   416   24   105  
静 岡 市   3   19  15  
名古屋市   2   

京 都 市   7   70   1．169   40   129  
L  29  5   2，257   19   32  
㍉神 戸 市   3   3  

広 島 市   2   102   74   77  
北九州市   3   

市   

4   8   629   33   69  

合   計   1，008   132   4（；2  18，629   2．629 9，212  

（東京都内訳）  

中  部   129   
度 

6   4   92   147   691  

台 東 区 
92 2 7 932  228 1124  

222 － 川  1．115 268 956 
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（4）心の健康づくり推進事業  

技術援助  
都道府県等   技術指導   相談事菓  備  考  

回  数  回  数  回  数  参加人数  案 件 数  延 件 数  延 件 数   

北 海 道   38  200   47   150   3，523  

青 森 県   148   200   7   2．010  

岩 手 県   20   3   67   1，484   80   163   1，294  

宮 城 県   23   20   2．579   134   498   3．369  

秋 田 県   36  12   65   39   203   1，635  

山 形 県   28   19   5   147   23   23   1，699  

福 島 県   91  93   444   1．590  

茨 城 県   3  33   236   2，244  

栃 木 県   19   3   2   372   48   121   3．518  

群 馬 県   21  4   272  4．105  

埼 玉 県   137   80   482   2，781  

干 葉 県   】丁   29   8   3，429   15   41   1．58丁  

東 京 都   262   5   10   368   132   619  2＄，523  

神奈川県   19   14   6   360   25   29   771  

新 潟 県   22   3   3   145   42   65－   1．447  

富 山 県   94   2   22   1．994   543   5ヰ3   1．375  

石 川 県   30  57   292   4．170  

福 井 県   5   2   49   1，438   297   891   1，819  

山 梨 県   26   6   1，573   66   45ヰ   3，777  

長 野 県   28   3   ＝   1，274   43   207   3．744  

岐 阜 県  8   1，064  2．621  

静 岡 県   4  88   8   26   5，038  

愛 知 県   22   2   7   637   1．041   1，227   1，005  

三 重 県   99   16   21   1，051   56   121   3．29了  

滋 賀 県   30   2  28   30   2．582  

京 都 府   22   3   3   28   40   182   443  

大 阪 府   195  21   1，666   391   3．007   3．224  

兵 庫 県   123   4   38   1．078   51   91   1，866  

奈 良 県  53  

和歌山県   3   7   562  143  

鳥 取 県  6   550  

島 根 県   57   111   838  

岡 山 県   10   4   7   95   52   846   2．580  

広 島 県  2   570   452   4．026   2，618  

山 口 県   2   8   3   797  1．822  

徳 島 県  
香 川 県   8  16   136   1，009   3，244  

愛 媛 県  25   40   78   2，211  

高 知 県   15  10   56   91   198   630  

福 岡 県   64   17   32   2．450   85   89   2．537  

佐 賀 県   25  669   1．302   3，403  

長 崎 県   24   7   500   16   1，792  

熊 本 県   18   8  8   15   4，993  

大 分 県   14  1，078   34   105   2．530  

宮 崎 県   294   5   75   66   88   3．475  

鹿児島県   8   7   1，211   313   403   1，641  

沖 縄 県   45  52  928  

札 幌 市  2．548  

仙 台 市   87   4   590   286   1，432   9，259  

さいたま市   63   107   45   595   1．586  

千 葉 市  1，92了  

横 浜 市   9   5   5   626   4   5   6．050  

川 崎 市  3   6   1，467  

静 岡 市   5   9   5   622  34   435  

名古屋市   54   210   230   り56  

京 都 市   15   2   392   87   302   2．978  

大 阪 市   5  4   447  5，9了3  

神 戸 市   2   2   130  1．453  

広 島 市   8   2   500   5Tl   625   561  

北九州市   42   4   6   200   2   2   421  

市   51  8  424  2．598  

計   乙452   203   45引  33，587  6．636  21．670  166．907  

（東京都内訳）   

中   部   200   
多  度  

2  55   281   8，86了  

38  2   2 100 61  312 9．333 
24 1 8  268 16 26 8．323  

資料：精神・障害保健課調  
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○精神障害者保健福祉手帳交付状況  
（平成18年3月末現在）  

1  級  2  扱  3  級  合  計  

年度末  有効期限  差引  年度末  有効期限  差引  年度末  有効期限  差引  年度末  有効期限  
現存   切れ  二暇存   切れ  瑠存   切れ  王努存   切れ   

全 国   96，054  24．094  71．960  276．678  43，365  233．313  94，303  17．077  77 226  467035  ‡‖ 536  382499   

4  叫＿＿」£蓬遺－＿＿＿  3172  田  2412  14．819  1426  13 393  4．845 892  四  857  ＿＿j＿＿廃＿＿＿＿＿  3 885  108  3 777  3 370  149  3 22l   巴      四  
241  2 305   910   ＿＿－＿岩j  2150  303  1847  2．546  
107  3 959  1640   60  1，580  ーユ＿＿腰＿＿＿  

2 367   2 238   792   ＿＿＿＿致＿」蟄伽＿   

1．092   － 4．585  1397  3188   止彪＿＿－＿＿  2820  980  1．g40  1408  四    357  101  四  
67l  3 200  1080   887  仙鹿 島  1710  492  1218  387Ⅰ         四  

2120   ＿＿＿＿虞＿」或  2．374  Ⅰ．060  1．314  5．04l  1687  3 354    447  1．673  9 535  2 757  l．414   50  1．364  5 421   ＿＿蛎＿杢＿－＿＿＿  1．144  田  1．089  2，863  四              四  
344  1994  1090   285   6447  ＿－＿乱」堅H＿  3019  四  2267  2 338          四  

11792  4 707  ー＿＿一題＿＿＿羞  2．184  同  2007  12 609  四  
4      2 847  13263   ＿－＿王＿＿嘉＿■＿＿＿  3．557  793  2．764  9472  1374  8 098  2 881  ＿＿＿＿康＿＿真＿＿●＿＿  7333  3 360  3g73  22 352  8 971  13 381  11158  
四  腰衰Jlユ  576J暮  1．928  3 £36  17408  2 778  14 630  8 278  

5 746   880   5  

敦…属  1839  四  1522  6307  四                 j 山  729  四  匹  1966  407  1559  746  23  四  

石 川  四  田  四  2114  四  2 029  480    463  
958   901   gI3  題＿度  四  田  匹    同  

1107  3065   2 394   394   4  山 刺  1196  四      四  
653  3 894   

長 安  31ZO  604  2 516  4 547       971  【          蝮 臭  1237  四  匹  3 676  1200  2 476  Ⅰ6IO  4  

厳 周  2126  田  1371  7 633  1079  6 554  2 997  
15 216  

竃■■ヒl  2 700  214  2486  16104  四                 ＝ 塵  688  30  四  3 993  192  3 80l  98l  

腰 賀  444  四  四  2 577  371  2 206  1200  
●  ー＿＿品＿鹿■＿＿＿＿＿  1919  756  l163  5 712  1239  4 473  3 54  
太 鹿  10215  3 214  700l  24094  3 545  20 549  7  

505  11677  
＿兵  2 676  100  2 576  12182                  重 点  951  田  四  2 262  133  2129  

924  1807   95  1712  

＿迦鷹山  】023  四                      蔓 67  1928   256  

一：－  589  30  四  1995                  暴 虎  1190  364  826  1引）5  四  1642  39  

2 940   周 山  l．025  田  四  3．072  四     四  四  四  4 635  四  4   
877  1868  12 262  1792  10 470  2 838  広 島  

山 口   2，817   378  Z．439  3，045   2 672   892   750  6 754   5   

1．254   269   96   2 674   646  2 028   

鹿 島    四  四      四  四    四          羞 川    四  438  19g4  447        四  

虔 腰  786  278  取  3 45l  594  Z 857  799  
＿                             廿 匁  四  日  四  1687  四  1602  48l  

展…個  2 790  148l  1309  13 414  4 650  8 764  同  
314  2230   494  1736   430   

庇 農  四  四            ロ          長 四  3 357  1063   朗3  6187  1＝‖  …鰯  1，189  匹  匹  3．935         四        巳  
5445   368   9 787   479  9   應 杢    250  3．512  5．657  四      四  田  

604  2 448   

太 公    四  皿  3052       匹            茎 崎  380  四  264  2 588  437  田  

鹿児島  479  田  匹  5 384  805  4 579  
沖 縫   1．730   440  l．290  6．336   5．470  1431   204  1227  9 497  1510  7987   

拇定都市（再掲）  

札 幌 市   999   45   8 26l   

仙 口 市   41   914  2，086   2 045   g68   843  3 909   107  3 ＄02   
さいた王市  1989   L87  

千 葉 市   1．303   297   

匹  田    四  四    匹  四  2146  四        8  1803  8152  1252  6 900  
川 崎 市   2．655   2 616  1044   101l  4 330   86 4. 244 

l．380   1323   89  匹  匹  548  2 223  
907  5．914   596   2 028  9 243   8 25   四        5 318  2 279  匹        四     県  
980  3．905   3 437  2 565   389  2176  7 741  四      四  

2 04l  7 934   7139  3199   四  
4610   4 447  神 戸 市  匹  24  四    匹     ロ            広 島 市  l 

．253   l．151  4．658   4 292   503 5. 841 四  田  田  6 344  
247  3 684  188l  t 803  2 0  
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地方公共団体における精神障害者保健福祉手帳に基づく主な福祉サービス一覧  

平成19年1月末現在  

都道府県名   主 な サ ー  ビ ス の 内 容   

北海道  公共施設利用料の減免   

県有施設等の使用料の免除一減免、県バス協会加盟民間バスの県内路線バス運賃割引、県内民間鉄道（JR除く）4社  
青森県     の鉄道運賃割引制度、1級所持者の医療費助成   

岩手県  公共施設等の利用料の減免   

宮城県  公共施設等の利用料の割引   

秋田県  公共施設等の利用料の割引、県内民営バス4社運賃割引   

山形県  医療費助成（1級）、県営住宅優先抽選、公共施設利用料の減免   

福島県  県立施設の利用料減免、医療費補助事業（支給要件有）、県内民営バス5社・会津鉄道の運賃割引   

茨城県  県立施設等の入館料等の減免、県内民営バス2社運賃割引   

栃木県  各種公共施設等の利用料金の割引   

公共施設の利用料の減免、私営鉄道（上毛電鉄、上信電鉄、わたらせ渓谷鉄道）の運賃割引、一部私営バスの運賃割  
群馬県     引   

埼玉県  公営住宅優先入居、公共施設使用料等の減免   

千葉県  公共施設等の入園料等の減免   

東京都  都営住宅の優先入居■特別減額、都立施設使用料無料、都営交通乗車証の発行   

神奈川県  県営住宅優先入居・家賃減免、タクシー運賃割引、公共施設利用料金免除   

新潟県  県立8施設の利用料の免除   

富山県  県立22施設の個人利用料金の全能免除（専用利用を除く）   

石川県  公共施設利用料の免除・割引   

福井県  県立施設等の入場料の免除・減免、医療費助成制度（1級、2級）   

山梨県  県有施設の無料・割引、医療費助成制度（1、2級）、公営住宅の優先入居   

県立施設の利用料等の減免、県営住宅の家賃の減免及び優先入居（単身も可）、医療費助成制度（1級）、′くス運賃割  
長野県     引   

岐阜県  県有施設の利用料の減免、免除、医療費助成制度（1、2級）、県営住宅の優先入居（1、2級）   

静岡県  県立施設等の利用料の減免 

愛知県  公共住宅の優先入居・家賃の軽減、公共施設等の利用料免除・軽減   

三重県  県立施設等の利用料の免除■減額   

滋賀県  通院医療費自己負担分の助成（精神手帳1・2級）、公共施設の利用料減免   

京都府  公共施設の利用料減免   

大阪府  公共施設の利用料減免、府営住宅の福祉世帯向け応募、一部府内′くス・タクシー料金の減免   

兵庫県  県立施設等の利用料の減免、県営住宅の優先入居（1、2級）   

奈良県  県立施設等の利用料の免除   

和歌山県  県有施設入場料・使用料の無料・減免   
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都道府県名   主 な サ ー  ビ ス の 内 容   

声取県  県立施設等の利用料の減免、県内路線バスの運賃割引、医療費助成制度（1級）   

島根県  県立施設等の利用料の免除・減免   

岡山県  県立施設等の利用料の減免、県営住宅入居優先制度   

広島県  路線バス、鉄道（JR除く）の運賃割引、県立施設等利用料の減免、県営住宅入居当選率の優遇（1、2級）   

山口県  公共施設利用料の減免、県内有料道路通行料金助成、県内バス運賃割引、医療費助成（1級）   

徳島県  バス運賃の減免、公共施設の利用料減免、県営住宅優先入居   

香川県  県立施設入園料等の免除・減免   

愛媛県  県公共施設利用料の減免、県営住宅への優先入居   

高知県  県立施設利用料の免除・減免、県営住宅の優先入居、土佐くろしお鉄道運賃割引   

福岡県  県立施設等の利用料の減免、県営住宅の入居当選率の優遇、県内第三セク鉄道2社の運賃割引制度   

佐賀県  公共施設等の利用料割引、県内3社の県内路線バス運賃割引、県営住宅入居当選率の優遇、県内有料道路（高速道路   除く）料金の割引   
長崎県  公共施設の利用料減免、県内パス運賃割引、県内路面電車運賃割引、タクシー（一部を除く）10％割引   

医療費助成（1級）、県立施設使用料等の免除、一部市内在住者のバス・市電運賃の割引、県営住宅入居時抽選の倍率  
熊本県     優遇   

大分県  ・公共施設の一部利用料減免、医療費助成（1級）   

宮崎県  ・甘苦住宅入居者選考時の優遇、収入基準の緩和   

鹿児島県  県立施設等の使用料等減免・免除、県営住宅入居優先制度（1階）、肥薩おれんじ鉄道利用割引   

沖縄県  公共施設等の利用料の免除・割引、モルール、路線バスの運賃割引   

札幌市  市内公共交通機関交通費助成、公共施設の使用料等の減免   

仙台市  交通費助成（タクシー利用券、バス・地下鉄乗車証、自家用車燃料費助成券の3つから選択交付）、市営駐車場料金一   部割引 
、市営住宅入居申込時の優遇措置   

さいたま市  公共施設の使用料減免   

適所交通費助成、福祉タクシー利用券（1級）、自動車燃料費助成（1級）、市営住宅入居の優遇措置（1，2級）、公共施  
千葉市     設の利用料免除   

水道料金等の減免、バス・地下鉄等特別乗車券（無料パス）の交付、住み替え家賃助成、民間住宅あんしん入居助成  
横浜市     t：保証人がいない方に対しての民間住宅への入居支援等）、市営住宅入居優先   

川崎市  市営住宅入居優遇制度、市内運行バス特別乗車証等の交付、公営施設等の入場料割引、タクシー10％割引   

静岡市  市内バス・電車の利用助成、市立施設のうち減免規定のある施設で入場料等を減免   

福祉特別乗車券の交付（市バス、地下鉄）、市営住宅の入居、市営施設等利用料の免除・割引、資源やごみの排出支  
名古屋市     書呈、障害者医療費助成（1級、所得制限）   

公共施設の利用料減免、福祉乗車証（市バス、市営地下鉄、一部民営バス）、市営住宅の使先選考（1、2級）、自立支  
京都市     揺医療負担額の軽減   

大阪市  市営交通運賃の免除・割引、上下水道料金の減免（1級）、市内文化施設への入場優待   

堺市  市立施設等の利用料の減免   

福祉乗車証（市内公共交通楼閣）、公共施設入館料の減免、障害者用駐車券（1級）、市立駐輪場の割引、重度障害者  
神戸市     特別給付金（1級、20歳以上、所得制限あり）、重度障害者医療費助成（1級）   

バス・市内電車の運賃の割引、公共交通機関利用助成（所得制限）、福祉タクシー利用助成（1級、所得制限）、上下水  
広島市     道料金の減免（1、2級）、公共施設利用料の減免、大型ごみ排出支援（単身者）   

北九州市  公営住宅専用募集枠、市営バス福祉優待乗車証、市営渡船運賃割引、公共施設利用料減免、障害者あんしん法律相   談 
、自動車運転免許取得助成、タクシー利用券（1級）   

福岡市  市営住宅の優先入居及び家賃の減免、市立施設等の利用料の減免、市営地下鉄運賃の助成  ．
、
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発達障害者支援センター設置状況  平成18年9射0日現在  

都道府県  
指定都市   名   称   所 在 地   電話番号   

北海道  発達障害者支援センター「あおいそらJ   〒04卜0802 北海道函館市石川町90－7   O138－46－8851   

青森県  青森県発達障害者支援センター「ステップ」   〒03ロー0822 青森県青森市中央3－20－30 県民福祉プラザ3階   O17－777－820】   

岩手県  岩手県発達障害者支援センター   〒020－0け3 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字穴ロ203－4   0柑一64ト1501   

宮城県  宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」   〒98卜3213 宮城県仙台市泉区南中山5－2－1   022－376－5306   

山形県  山形県発達障害者支痩センター   〒999－3川5 山形県上山市河崎3－7」1   023－673－3314   

茨城県  茨城県発達障害者支援センター   〒311－315－ 茨城県努ま城郡茨城町小幡2766－37   029－219－1222   

栃木県  栃木県発達障害者支援センター「ふお一ゆうJ   〒320－8503 栃木県宇都宮市駒生町3337－1   028－623－611l   

群馬県  群馬県発達障害者支援センター   〒3Tl・可843 群馬県前橋市新前堀町13－12   027－254－5380   

埼玉県  埼玉県東逢障害者支援センターrまほろばj   〒350べ）813 埼玉県川越市平塚新田東河原20ト2   049－239－3553   

千葉県  干葉県発達障害者支援センター   〒260・つ858 干葉県干葉市中央区亥鼻2－9－3   043－227－8557   

東京都  東京都発達障害者支援センター「トスカ」   〒156－8055 東京都せ田谷区船橋1－30－9   03－3426－2：I柑   

神奈川県  神奈川県先陣琶支援センターrかながわA（エース＝  〒259一つ157 神奈川県足柄上郡中井町境218   0ヰ85－81－0288   

新潟県  新潟県発達障害者支援センター「RISE（ライズ）」  〒95卜8121新潟県新潟市水道町1－5932   025－266－7033   

富山県  発達障害者支援センター「あおぞら」   〒93卜8443 富山県富山市下飯野36   076－438－8一‖5   

石川県発達障害支援センター   〒920－8201石川県金沢市鞍月東2－6  076－238－5557  
石川県         自閉症児・肴支援センター「バース」   〒920－3123 石川県金沢市塙久東卜56   0了6－257－5551   

山梨県  山梨県発達障害者支援センター   〒4Ⅸト勺005 山梨県甲府市北新卜2－12   055－254－863l   

長野県・  長野県自閉症・発達障害支援センター   〒38ひ・0928 長野県長野市若里つしト7   026－227－1810   

岐阜県  岐阜県東連支援センターrのぞみJ   〒582一刀854 岐阜県岐阜市守山向井2563－57   058－233－5116   

静岡県  静岡県こども家庭相談センター総合支援部   〒422－803－雷芝野同市馴区有明町 2‾20静岡県矧開総合庁苦  054－286－9038   

愛知県  あいち発達障害者支援センター   〒480－0392 愛知県春日井市神屋町713－8   
0568－88－081l  
（由一疫乃，ク1   

三重県  三重県自閉症・発達障害支援センター   〒514JO8柑 三重県津市城山卜12－3   059－234－6527   

滋賀県  滋賀県発達障害者支援センター「いぶき」   〒526－0043 滋賀県長浜市大戌亥町朋王卜1   0749－65－2191   

大阪府  大阪府発達障害者支援センター「アクトおおさか」・  〒569－0077 大阪府高槻市野見町3－川 東2高谷ビル2暗   0了2－662－0055   

兵庫県  ひようご発達障害者支援センター「クローバーJ   〒67ト勺ほ2 兵庫県高砂市北浜町北嶋．5柑   0了92－54－3601   

奈良県  奈良県発達障害支援センター「でいあー」   〒630－8424 奈良県奈良市古市町ト2 奈良仔鹿園内   0742－62－7746   

和歌山県  和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」   〒64ト勺044 和歌山県和歌山市今福3－5－41愛煙医療福祉センター内  073－413欄3200   

鳥取県  鳥取県自閉症・発達障害支援センター「エール」  〒682－0854 鳥取県倉吉市みどり町3564－l   0858－22一了208   

島根県東部発達障害者支援センターrウイツシュ」  〒699」）822 島根県出雲市神西沖町2534一軍   0853－43－2252  
島根県  

島根県西部先達障青首支援センターrウインドJ   〒69了－0005 島根県浜田市上府町イ2589   0855－28・・－0208   

岡山県  おかや吏発達障害者支援センター   〒703－8555 岡山県岡山市祇園地先   086－2了5－92丁了   

広島県  広島県発達障害者支援センター   〒7391）133 広島県東広島市八本松町米満461   082－4971）131   

山口県  山口県発達障害者支捷センター   〒？53－0302 山口県山口市大字仁保中郷50   0幻一929－5012   

徳島県  徳島県発達障害者支援センター   〒779－3124 徳島県徳島市国府町中360－1   088－642－4000   

高知県  高知県立療育福祉センター発達支援部   〒780－8081高知県高知市若草町10－5   088－844－1247   

福岡県  福岡県発達障害者支援センター「ゆう・もあ」   〒825一心004 福岡県田川市夏吉ヰ205－7   0947－46－9505   

佐賀県  佐賀県発達障害者支援センター「精」   〒8414073 佐賀県鳥栖市江島町字西谷330ひ1   0942－8卜5728   

長崎県  長崎県発達障害者支援センター   〒854・欄071長崎県諌早市永昌東町24－3   0957－22－1802   

熊本県  熊本県東逢障害者支緩センター   〒869－1217 熊本県菊池郡大津町森54－2   096－293－8189   

大分県  大分県先達障がい者支援センター「イコール」   〒879－7304 大分県豊後大野市犬飼町大寒2川9－l   097－586－8080   

宮崎県  宮崎県発達障害者支援センター   〒889－1601宮崎県宮崎郡清武町大字木原4257－7   0985－85－7660   

鹿児島県  鹿児島県発達障害者支援センター   〒8gl－Ol了5 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘6－12   099－264－3120   

札幌市  札幌市自閉症・発達障害支援センター   〒007・欄820 北海道札幌市東区東雁来町20了   01卜790－1616   

仙台市  仙台市発達相談支援センター「アーチルJ   〒98卜3133 宮城県仙台市泉区泉中央2－24－1   022－375－Ol10   

横浜市  よこはま・自閉症支援圭   〒224－0041神奈川県横浜市都筑区仲町台卜之－31ヒルトップス30l  045－9ヰ9－374ヰ   

名古屋市  名古屋市発達障害者支援センター   〒466一心827 愛知県名古屋市昭和区川名山町6－4   052－832－8172   

京都市  京都市栄達障害者支援センターrかがやき」   〒602－8日4 京都府京都市上京区丸太町通黒門東入藁屋町536－1  015－84トー0375   

大阪市  大阪市発達障害者支援センター「エルムおおさか」  〒547－0026 大阪府大阪市平野区喜連西6－2－55   06－6797－6931   

広島市  広島市発達障害者支援センター   〒732一刀052・広島県広島市東区光町2－15－55   082－568－7328   

北九州市  北九州市発達障害者支援センター「つばさ」   〒802」）80ユ 福岡県北九州市小倉南区春ケ丘10－2   093－922－5523   

－51－   



指定入院医療機関の状況（H19．3．1現在）  

さいがた病院  
（18．4．1指定）  

花巻病院  
（17．10．1指定）  

小諸高原病院  
（18．6．15指定）   一 ■■■ ■ ■llll｛ ■－ ■■ － ■ ■■● ■■   

＿＿ ：聖聖攣j‾‾、                          I  
l  

・－ 

北陸病院  
（18．2．1指定）  

l  l  

下総精神医療センター  
（18．10．10指定）  

肥前精神医療センター   
（18．1，1指定）  

●●■ ■ 一 ■ ■ ●■ ■■■ ■■ll■■■  

‥…■ ：聖㌘要撃j   r ■■ 一 ●－ ‾■ ‾ －‾ ■‾  

一長崎県立精神  

l医療センター   t  

l＿＿＿＿＿＿＿J  
武蔵病院  

（17．7．15指定）  

久里浜アルコール症センター   
（18．4．1指定）  

東尾張病院  
（17．12．1指定）  

一
I
 
■
－
 
－
 
1
1
 
●
－
 
■
－
 
1
 
 

「牽車車重モ更－  
l  

l‥ 
：＿禦雪空堅＿：   

′ ′′◇♂  控禦攣禦  l＿＿＿＿   

＿＿   くプ  
国指定  
四建設・建設準備中（国関係）  

田建設・建設準備中（都道府県関係）   

表㌻  

琉球病院  
（H19．2．1指定）  



10 精神保健福祉全国大会の開催実績及び今後の予定  

第1回（昭和28年）  

第2回（昭和29年）  

第3回（昭和30年）  

第4回（昭和31年）  

第5回（昭和32年）  

第6回（昭和33年）  

第7回（昭和34年）  

第8回（昭和35年）  

第9回（昭和36年）  

第10回（昭和37年）  

第11回（昭和38年）  

第12回（昭和39年）  

第13回（昭和40年）  

第14回（昭和41年）  

第15回（昭和42年）  

第16回（昭和43年）  

第17回（昭和44年）  

第18回（昭和45年）  

第19回（昭和46年）  

第20回（昭和47年）  

第21回（昭和48年）  

第22回（昭和49年）  

第23回（昭和50年）  

第24回（昭和51年）  

第25回（昭和52年）  

第26回（昭和53年）  

第27回（昭和54年）  

第28回（昭和55年）  

東京都  

J／  

／／  

J／  

J／  

／／  

／／  

JJ   

大阪府  

神奈川県  

福岡県  

宮城県  

愛知県  

北海道  

東京都  

兵庫県  

広島 県  

新潟県  

愛媛県  

熊本県  

石川 県  

東京都  

福島県  

北海道  

島根県  

香Jtl県  

大阪府  

神奈川県  

第29回（昭和56年）  

第30回（昭和57年）  

第31回（昭和58年）  

第32回（昭和59年）  

第33阿（昭和60年）  

第34回（昭和61年）  

第35回（昭和62年）  

第36回（昭和63年）  

第37回（平成 元年）  

第38回（平成 2年）  

第39回（平成 3年）  

第40回（平成 4年）  

第41回（平成 5年）  

第42回（平成 6年）  

第43回（平成 7年）  

第44回（平成 8年）  

第45回（平成 9年）  

第46回（平成10年）  

第47回（平成11年）  

第48回（平成12年）  

第49回（平成13年）  

第50回（平成14年）  

第51回（平成15年）  

第52回（平成16年）  

第53回（平成17年）  

第54回（平成18年）  

第55回（平成19年）  

福岡県  

北海道  

静岡県  

新潟県  

広 島県  

青森県  

京都府  

茨城県  

宮崎県  

北海道  

高知県  

神奈川県  

大阪府  

岡 山県  

岩 手県  

岐阜県  

佐賀県  

新潟県  

三重県  

鹿児島県  

長野県  

東京都  

兵庫県  

長崎県  

岩手県  

千葉県  

富山 県  

（予  定）  

㊥   


	1.20070309index_seishin.pdf
	2.20070309seishin1
	3.20070309sankou_index
	4.20070309sankou1
	5.20070309sankou2_3
	6.20070309sankou4
	7.20070309sankou5
	8.20070309sankou6_10



